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平成25年９月19日（木曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成25年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第５号 宮崎県議会議員及び宮崎県知事

の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正

する条例

○報告事項

○損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人 宮崎県立芸術劇場

公益財団法人 宮崎県国際交流協会

財団法人 宮崎県私学振興会

・宮崎県中山間地域振興計画に基づいて行った

主な施策（平成24年度）について

○請願第30号 個人保証の原則廃止を求める意

見書を政府等に提出することを

求める請願

○請願第35号 新聞への消費税軽減税率適用を

求める意見書の提出についての

請願

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成25年度政策評価の結果について

・フードビジネスの推進状況について

・第６回防災拠点施設整備調査検討委員会の概

要について

・川内原発の防災情報等の連絡に関する覚書の

締結について

・平成25年度宮崎県防災士養成研修の実施につ

いて

出席委員（８人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総合政策部次長
永 山 英 也

（政策推進担当）

総合政策部次長
舟 田 美揮子

（県民生活担当）

金 子 洋 士部参事兼総合政策課長

秘 書 広 報 課 長 片 寄 元 道

広 報 戦 略 室 長 藪 田 亨

統 計 調 査 課 長 稲 吉 孝 和

総 合 交 通 課 長 奥 野 信 利

川 原 光 男中山間･地域政策課長

フードビジネス
井 手 義 哉

推 進 課 長

生 活 ・ 協 働 ・
松 岡 弘 高

男 女 参 画 課 長

野 元 猛 敏交通･地域安全対策監

文化文教・国際課長 菓子野 信 男

人権同和対策課長 田 村 吉 彦

情 報 政 策 課 長 甲 斐 丈 勝

事務局職員出席者

平成25年９月19日(木)
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政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

では、ただいまから総務政策常○内村委員長

任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにさせていただきます。○

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時４分休憩

午前10時７分再開

、 。○内村委員長 それでは おはようございます

ただいまから委員会を再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

おはようございます。総○土持総合政策部長

合政策部でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

それでは、今回提案をいたしております議案

等につきまして、その概要を御説明申し上げま

す。

お手元の委員会資料の表紙をめくっていただ

きまして、右側１ページをごらんいただきたい

。 、と思います 今回お願いをしております議案は

議案第１号「平成25年度宮崎県一般会計補正予

算（第２号 」であります。）

総合政策部の一般会計補正額は、その（一般

会計）の表、一番下にありますように、合計で

。 、１億7,141万1,000円の増額であります これは

後ほど御説明します「みやざきフードビジネス

雇用創出プロジェクト事業」等の補正でありま

す。補正後の総合政策部の一般会計予算額は、

その一番右端の欄にありますように 141億8,424、

万1,000円となります。

めくっていただきまして、２ページをごらん

ください。債務負担行為の補正であります。こ

れは、今後６年間かけまして、庁内の各所属に

分散しております情報システムのハードウェア

の統合を図ろうとするものであります。

補正の具体的な内容につきましては、後ほど

担当課長から御説明いたします。

申しわけございません、表紙の裏側、目次に

お戻りいただきたいと思います。次に、報告事

項でございます。

「損害賠償額を定めたこと」については、公

用車の事故によるものでございます。

次の「県が出資している法人等の経営状況」

につきましては、総合政策部所管の「公益財団

法人宮崎県立芸術劇場 「公益財団法人宮崎県」、

国際交流協会 「財団法人宮崎県私学振興会」」、

の３法人について御報告をいたします。

３つ目の丸 「宮崎県中山間地域振興計画に基、

づいて行った主な施策について」は、宮崎県中

、山間地域振興条例第７条第２項に基づきまして

昨年度に実施した主な施策を報告するものであ

ります。

なお 「その他の報告事項」につきまして、目、

次に記載のとおり、２件の報告事項がございま

す。詳細につきましては、後ほど担当課長から

御説明いたします。

また、この場をおかりしまして、先日、知事

のほうが国に要望いたしました「太平洋・島サ

ミット」の誘致について、資料は準備しており

、 。ませんが 口頭で御報告をさせていただきます

当サミットは、2000年に九州・沖縄サミット

平成25年９月19日(木)
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宮崎外相会合に先立って本県で開催されたとこ

ろでありますが、３年ごとに我が国で開催をさ

れているものでございます。現在、2015年に開

催される第７回目の誘致に向けて、全力で取り

組んでいるとこであります。

当会議の開催は、国際会議など、いわゆるＭ

ＩＣＥの開催能力を国内外に示す絶好の機会で

あるとともに、今後のＭＩＣＥ誘致の起爆剤と

もなると考えておりますので、県議会議員の皆

様におかれましても、御理解と御協力をいただ

きますよう、よろしくお願いを申し上げます。

私からの説明は以上でございます。

総合交通課の補正予算に○奥野総合交通課長

ついて御説明いたします。

お手元の「歳出予算説明資料 、この白い横長」

の資料ですが、この３ページをお願いします。

総合交通課の９月補正額は1,370万円の増額で、

補正後の額は、右から３番目になりますが、10

億2,987万3,000円となります。

１枚おめくりいただきまして、５ページをご

らんください。中ほどの（事項 「広域交通ネッ）

トワーク推進費」でございますが、宮崎県物流

効率化支援に伴う補正といたしまして、1,370万

円を計上しております。これは 「宮崎県物流効、

率化支援事業」に係る事業費の増額をお願いす

るものでありますが、事業の内容につきまして

は、別冊の、お手元の「常任委員会資料」のほ

うで御説明をしたいと思います。

「総務政策常任委員会資料」の３ページをお

願いします。物流効率化支援事業でございます

が、まず、事業の目的でございます。３行目か

らですが、陸上トラック輸送から県内港発着の

海上定期航路または県内貨物駅発着の貨物列車

にシフトした貨物、あるいは企業立地等により

新たに発生した貨物で、これらの輸送機関を利

用する荷主及び運送事業者に対して補助を行う

ことにより、荷寄せを促進し、物流の効率化を

図るものでございます。

次に、２の事業の概要ですが、年度内の任意

の６カ月間に輸送した新規分、増加分の貨物量

に応じて補助を行うものです。補助単価は、例

えば40フィートコンテナで、１個１万円という

ようなことになっております。

次に、３の補正理由でありますが、当初の想

。定を上回る申請が見込まれるためでございます

この申請が多くなっている理由といたしまして

は、この事業、平成21年度から開始しておると

こでございますけども、５年を経過しまして、

事業の周知が図られてきたということ、それか

ら、カーフェリーなどの輸送機関が営業を行う

際に、この補助金を有効に、積極的に活用して

るというようなことが考えられております。

最後に ４の補正額ですが 当初予算額は2,591、 、

万円で、今年度の所要額は3,961万円を見込んで

おります。したがいまして、９月補正額としま

しては、不足分の1,370万円、これをお願いする

ものであります。

以上であります。よろしくお願いします。

中山間・地域政○川原中山間・地域政策課長

、 。策課の補正予算について 御説明をいたします

「平成25年度９月補正歳出予算説明資料」の

７ページをお願いをいたします。中山間・地域

政策課の補正予算額は、262万8,000円の増額補

正をお願いしております。補正後の額は、右か

ら３番目の欄ですが、５億8,630万7,000円とな

ります。

それでは、内容について御説明いたします。

１枚めくっていただきまして、９ページをお願

。（ ）「 」いいたします 事項 エネルギー対策推進費

のうち、説明欄１「水力発電施設周辺地域対策
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事業」でありますが、この事業は水力発電施設

の円滑な設置・稼働を目的とした施設周辺市町

村への交付金の交付に要する経費であります。

今回は、この交付金の交付限度額が１億5,823

万1,000円と決定したことに伴い、増額補正する

ものでございます。

。中山間・地域政策課からは以上でございます

フードビジネ○井手フードビジネス推進課長

ス推進課補正予算について、御説明差し上げま

す。

同じく「歳出予算説明資料 、11ページをごら」

んいただきたいと思います。フードビジネス推

進課の補正予算は、左から２番目の欄にありま

すように、１億5,508万3,000円の増額でござい

ます。補正後の額は、右から３番目の欄、１

億8,504万9,000円となります。

内容につきましては、おめくりいただきまし

て、13ページ中ほどの（事項 「みやざきフード）

ビジネス雇用創出プロジェクト推進費」でござ

います。説明欄ございますが、お手元の委員会

資料のほうで御説明させていただきます。

４ページをお開きいただきたいと思います。

委員会資料、４ページでございます。まず 「み、

やざきフードビジネス雇用創出プロジェクト事

業」でございます。１の事業趣旨でございます

が、この事業は、厚生労働省の戦略産業雇用創

造プロジェクト事業を活用いたしまして、フー

ドビジネスの拡大、創出を図り、食関連産業の

成長産業化によって、県内の雇用の創出を図る

ものでございます。

国の戦略産業雇用創造プロジェクト事業につ

きましては、一番下に破線で囲みをつくってお

りまして、ここに説明を載せてございます。

ちょっとごらんいただきたいと思います。この

事業は、雇用情勢の厳しい都道府県、これ、全

国34都道府県ということになっております。そ

こで、産業政策と一体となった雇用創造プラン

を提案をし、その提案されたものをコンテスト

方式によって採択をするということで、今般、

全国で11道府県が採択になっております。

この「産業政策と一体となった」というとこ

ろが、この事業の特色でございまして、従来、

緊急雇用対策基金事業のような直接的に雇用を

行うものではなくて、企業が行います企業活動

を支援をしていく、人材育成の部分なんですけ

ども、これを支援していくことによって、企業

の取引、業績を拡大させ、規模を拡大させ、結

果として雇用の創出につなげていくと。少し

ちょっと間接的な感じがしますけど、そういう

ような事業でございます。

本県が提案した事業につきましては、右のペ

ージに一枚紙をつけております。そのちょうど

上から３番目ぐらいの網かけのところをごらん

いただきたいと思うんですけども、３年間の事

業期間で、雇用創出効果の目標、最大値としま

して1,223名を目標として上げてます。事業費の

上限額、これは提案した事業を全てやった場合

、 、の上限額ということになりますが 20.6億円で

国の国庫負担分が16.5億円、そして、地方負担

分が4.1億円ということになっております。

構想の内容につきまして、下の事業の内容と

、 。いうことで ４つのメニューが想定されてます

地域マネジメント強化メニュー、事業主向け雇

用拡大支援メニュー 求職者向け人材育成メニュ、

ー、そして、指定事業主雇用助成メニュー。最

、後の指定事業主雇用助成メニューっていうのは

国が直接行う事業でございまして、上の３つの

メニューに従いまして、補正の予算の提案をさ

せていただいております。

では、今回の提案事業の中身につきまして、
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左の４ページのほうに戻っていただきまして、

御説明差し上げたいと思います。

２の事業内容でございます （１）みやざきフ。

ードビジネス推進体制整備事業、これは地域マ

ネジメント強化メニューということで設定され

ているものでございまして、フードビジネス推

進のためのアドバイザーの確保や人材育成のプ

ログラムを作成する、もしくは県内での研究体

制の強化を行うためのドクター等の雇用、そう

いうものを想定したものでございまして、5,590

万7,000円の予算を計上させていただいてます。

次の（２）みやざきフードビジネス雇用拡大

推進事業、これが一番のメーンの事業でござい

ますが、事業主向け雇用拡大ということで、フ

ードビジネスのプロジェクトテーマごとに関係

団体、企業さんが外部の専門家を活用したり、

もしくは商談会を行うとこを支援しまして、商

品開発や販路開拓 この辺を支援することによっ、

。て雇用の創出を図ろうとするものでございます

①から⑥まで、それぞれテーマごとにプロジェ

クトを掲げておりまして、総額8,997万6,000円

の予算を計上させていただいてます。

３番目のみやざきフードビジネス就職支援事

、 、業 これは求職者向けの人材育成ということで

若年求職者を対象に、知識、技能、座学の部分

でございますが、基礎的な知識、また販路開拓

とかマーケティング、その辺の部分まで含めま

した知識、技能の修得。あと、就業体験等とい

うことで、フードに関する企業さんの見学ツア

ー等を実施するものでございます。この部分

が920万の予算を計上させていただいておりま

す。

予算総額につきましては、その下、３番に書

いております１億5,508万3,000円で、これに地

、 、元負担ということで 企業負担分を含めますと

総事業費としまして１億7,100万余りになりま

す。

国に提案した構想上の事業規模でございます

が、今年度が、今申し上げましたように、企業

負担分を含んで１億7,100万余り、次年度以降が

９億4,000万から5,000万程度で事業規模を想定

しております。この補正予算の議決をいただい

た後、速やかに総合政策部、商工観光労働部、

農政水産部、一体となりまして、各フードビジ

ネス、所管する課において事業を実施していく

予定でございます。

もちろん、先ほど申しましたように、事業主

向け雇用拡大メニューにつきまして、企業さん

の参画が必要でございますので、これにつきま

して、もう既にこういう事業がありますという

説明をしておりますが、予算の議決をいただい

た後に速やかに公募をして、企業さんを決定し

てまいりたいと考えております。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

それでは、情報政策課で○甲斐情報政策課長

。「 」ございます 平成25年９月定例県議会提出議案

の１号から９号の６ページを、縦型の薄いもの

です。１号から９号、その６ページ、第３表、

。（ ）債務負担行為の補正の追加でございます 事項

の１項目め 「行政情報システム全体最適化推進、

事業 、平成25年度から平成30年度まで、14」

億1,148万9,000円でございます。

事業の内容につきましては 「総務政策常任委、

員会資料」の６ページをお願いいたします。行

政情報システム全体最適化推進事業の平成25年

度から30年度までの債務負担行為の設定につい

てでございます。

１の事業目的でございますが、各所属で運用

しております業務システムは、従来、各所属そ
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れぞれにサーバーの整備を行っておりますが、

サーバー仮想化という新しい技術を用いて、サ

ーバー統合基盤を導入することで、サーバーの

一元的な調達・管理を行い、機器の導入コスト

や運用・保守コストの大幅な削減と、システム

の安全性や安定性の強化を図ることを目的とし

ております。

イメージでございますけども、７ページのほ

うの「１．サーバー仮想化技術とは」というと

こをちょっと見ていただきますと、従来のイメ

ージは、イメージ図の左側にありますように、

個々のシステムごとにそれぞれ個別の物理サー

バーを必要としておりましたけれども、仮想化

技術を用いると、右側の図のように、複数のシ

ステムを１台のサーバーに集約することができ

るようになります。これによりまして、経費の

削減と、安全性や安定性の確保を図ることが可

能となります。

前のページに戻っていただきまして、２の事

業概要でございますけれども （１）の事業期間、

は、平成25年度から30年度であります （２）の。

事業内容といたしましては、25年度におきまし

ては、サーバー統合基盤の運用開始に向けた環

境の整備や各種資料等の整備、26年度から30年

度にかけましては、サーバー統合基盤の運用及

び各所属のシステムの統合基盤への移行となっ

ております。

３の事業費につきましては、下記にあります

ように、25年度におきましては、当初予算にお

いて1,000万円を予算化させていただいておりま

すけれども、今年度実施いたします準備行為に

加えて、26年度から30年度にかけて行う統合基

盤の運用及びシステムの移行全体を一体として

事業者に提案をいただきまして、プロポーザル

方式で契約の相手方を選定することとしており

ます。このことから、26年度から30年度に想定

しております経費、14億1,148万9,000円につき

まして、債務負担行為の設定をお願いするもの

であります。

４の事業効果といたしましては、システム移

行中の５年間で約３億1,000万円、移行後は年間

約１億2,000万円、それぞれ経費の削減ができる

ものと考えております。また、サーバーの台数

は、現在の320台から約40台まで削減できるもの

と想定をしております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

それでは、ただいま執行部の説○内村委員長

明が終了しました。

まず、議案について質疑はありませんか。

物流効率化支援事業について、お○鳥飼委員

尋ねをいたします。これは、1,370万の補正とい

うことですが、ちょっと確認のためお聞きをし

ますけども、支援は、海上での距離とか、そう

いうのは関係ないんですか。そこをちょっと御

説明ください。

運送距離には関係ありま○奥野総合交通課長

せん。この補助単価の例にありますように、コ

ンテナごとに単価を決めております。

そうしますと ここに書いてある45○鳥飼委員 、

フィートで２万5,000円からいろいろあるわけで

すけど、これは件数ということになるわけです

ね。件数ということになれば、現在の予算での

件数、例えば45フィートっていうのは、この間

ファクスで送っていただいたソーラーフロン

ティアの例とかあるようですけど、確認のため

に、現行、補正前では何件程度となってるか、

資料があれば御説明ください。

これは、コンテナの個数○奥野総合交通課長

、 、 、で計算しておりまして 一応補正前では 現在
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交付決定済みが26件で2,448万円、既に交付決定

しております。2,448万円です。

今後の見込みとしましては、現在、話が来て

るのが10件で、1,300万円程度ございます。

以上です。

それは40フィートとか、例えばこ○鳥飼委員

のソーラーフロンティアみたいに、45フィート

が補正の中で５件になりますよとか、40フィー

トが何件になりますよとかいうのはわかってれ

ば、今、資料がなければ結構です。知りたいの

は、どこがふえてきているのかというのを、現

行は40フィートが多いんだろうと思うんですけ

ど、どこがふえてきて、やはり県としては、45

フィートを何とかそれに持っていきたいという

ような構想があるんだろうと思いますけども、

そういう意味でお尋ねしてます。

主流は、本当40フィート○奥野総合交通課長

コンテナが多いところですが、実は、今回ふえ

た要因というのは、先ほども申し上げましたよ

うに、事業の認知度が上がってるのもあるんで

すが、例えば宮崎カーフェリーとかがこの補助

金を使いまして、かなり荷主やら運送事業者に

営業を回っておると、カーフェリーの分だけで

も、この半分近く申請が来ております。

背景としましては、今度、東九州自動車道が

延岡まで開通、また、２年度には北九州まで開

通するということで、非常に県境を越えての競

争が激化しておるというような状況がございま

。 、 、す 他県の船社あたりが 本県の荷主に対して

大分運賃の引き下げなんかをして、攻勢をかけ

てるとかいうような状況もございますので、で

きるだけ荷物を県外に逃がさないように、そし

てまた、県外からも逆に呼び込みたいというよ

うなこともありまして、この補正の増額をお願

いしたとこでございます。

わかりました。モーダルシフトと○鳥飼委員

いいますか、やはり地球温暖化のためにも、や

はり大量輸送化のほうに移していくというのは

重要ですので、営業活動は営業活動で、それに

つなぐ意見もあるかと思いますが、それはそれ

でいい方向に行くわけですから、県としてあり

がたいんじゃないかなと思ってます。

続けて、みやざきフードビジネス雇用創出プ

ロジェクト事業についてお尋ねをいたします。

３月にフードビジネスの推進、構想というの

が決定をして、具体的に動いてくるのはこれか

らということになるんですが、大体予算として

は、８割が国、２割が県ということになってる

、 、ようなんですけども この予算書を見てみると

今回は１億5,500万、国庫支出金が１億3,300万

ということで、その他特定が2,100万ということ

になっておるんですけど、これのちょっと御説

明を、その他特定のところと、金子課長のとこ

ろですか、その辺の御説明をお願いします。

この特定財源につきまし○金子総合政策課長

ては、当課で所管しております宮崎成長産業育

成加速化基金、これを充てることにいたしてお

りまして、先ほどの総合交通課の事業もそうで

ございますけども、フードビジネスのこの2,100

万の特財の分は加速化基金をまさに活用した事

業ということでございます。

この５ページの資料では、今のと○鳥飼委員

ころ20億6,000万ですか、うち国負担と地方負担

が書いてあって、地方は４億1,000万ということ

なんですけども、これは、今言われたようなこ

とで 予算の見込みも立ってるというふうに思っ、

てよろしいんですか、その基金で。

。○金子総合政策課長 そのとおりでございます

わかりました。具体的な中身につ○鳥飼委員

いては、今回は余りお尋ねはいたしませんけど
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、 、 、も それで 今御説明をいただいたところでは

やはり人材をどう育成していくのかというのが

非常に大事だというふうなことが強調されてい

るようで、私もそのとおりだというふうに思い

ます。代表質問でも申し上げたんですけど、粘

り強く、気長にやっていくということが非常に

大事じゃないかなというふうに思ってまして、

このいろんな事業をやる場合の、例えば、本会

議でもお聞きをしましたけども、この戦略産業

雇用創造プロジェクトっていうのは厚生労働省

で、宮大で今度からやるのは、文科省の事業と

いうことになってるし、それから今、やはり人

材育成ということで、事業者向けと同業者向け

ということでやっている農政水産部の農業振興

公社がやっている事業、こういうのがあるわけ

で、実際、総合政策課がやってることで、うち

、はうちだということだろうと思うんですけども

トータルとして、そういうふうな事業が重複を

してるような感じがしてるんですが、その辺の

。整理はどんなふうにしておられるんでしょうか

人材育成につ○井手フードビジネス推進課長

いて、今、委員おっしゃるとおり、文科省の宮

大のＣＯＣ事業、今回、採択をされた。それ以

前からも、人材育成の事業をやられてます。農

政のほうは多角化チャレンジ塾というのを、こ

れもまだ規定の事業として昨年度以降やられて

ます。

今回、このみやざきフードビジネス雇用創出

プロジェクト事業の中の委員会資料４ページの

２の事業内容（１）の②でございますが、人材

育成プログラム構築事業というのを一つ入れて

ます。実際の本県のフードビジネスを支えてい

く人材をどのように育成をしていくのか、今、

どういう人材育成の事業がなされていて、それ

ぞれの機関、団体がどういう役割を担っている

のか、その辺から含めてもう一回見直して、ど

うすれば本当に機関的に人材が育っていくのか

というところをもう一回考えていこうというふ

うに思っております。そこの辺の整理もしなが

ら、一番いい人材育成のプログラムをつくれな

いかなというふうに考えております。

、○鳥飼委員 きょうは余り申し上げませんけど

そういうふくそうしている部分を検討して、一

体となって取り組めるような体制づくりという

、のが一つ求められているのかなと思いますので

そこは頭の隅に置いておいていただきたいと思

います。

最後になりますけど、行政情報システム全体

最適化推進事業というので、情報政策課長から

お話がございまして、こういうところはなお一

層私にとっては苦手な分野なんですが、それで

お聞きしておきたいのは、プロポーザル方式で

選定をするということなんですけども、現在、

例えばこの７ページの図でいきますと、左側の

人事給与システム アプリＡ ＯＳ サ「 」、「 」、「 」、「

ーバー」というふうにばらばらになっていると

ころは、それぞれ受託業者という方がおられる

わけですよね。それから乗りかえていくという

ことになっていくことに、なかなか困難性があ

るというふうに通常思うわけなんですけども、

そこ辺の整理はどんなふうにしておられるんで

しょうか。

サーバーの部分だけが乗○甲斐情報政策課長

りかわっていくということで、通常、今のシス

テムを握ったところは同じ業者がずっと持って

いくことも十分可能であると考えております。

ただ、サーバーっていう、要するに基盤の部

分が統一されることによって、別々の費用がか

かっていたものが一つの費用で済むという、そ

ういう削減効果が生まれるということでござい
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ます。

サーバーも江平何丁目かで何台か○鳥飼委員

あるということですが、その江平何丁目かのや

つを１台にしていくということで、理解すれば

いいんですか。

データセンターにあるも○甲斐情報政策課長

のも対象にしますし、まだ現在データセンター

に収容していないものについても対象といたし

ます。昨年度、全部システムを調査しまして、

移行が可能かどうかという調査をして、可能な

ものについては順次、契約が切れるとか、更新

するタイミングに合わせて、この統合基盤に移

していこうと、そういう考え方でございます。

そうしますと、もし移す場合、経○鳥飼委員

費がぐんと上がるとか、そんなことはないわけ

ですよね。

、○甲斐情報政策課長 以前のシステムの場合は

更新すると新しいサーバーができて、そこにデ

ータを落とすと物すごい金がかかってたんです

けども、何千万という金がかかったんですが、

今回、この統合システムのほうに移行すること

によって、そういう費用の削減効果も出てくる

というふうに考えております。

わかりました。結構です。○鳥飼委員

ほかにありませんか。○内村委員長

物流効率化事業についてお伺いし○十屋委員

たいんですが、先ほど説明の中で、事業の周知

が図られたということが１点と、カーフェリー

の有効活用ということがあって２点、その説明

で、先ほど鳥飼委員の話の中で、カーフェリー

がこの補正の分で約半分ぐらいということを

おっしゃったんですが、そうするとこの単価の

例であるトラックの部分が大半を占めるという

ことで理解していいんですか。

おっしゃるように トラッ○奥野総合交通課長 、

クとかシャーシの部分が非常に多くなっており

ます カーフェリーが 先ほど言いましたが 26。 、 、

件中14件を占めているような状況で、ほとんど

。がトラックの利用ということで聞いております

そうすると、今度は特区申請して○十屋委員

許可された45フィートコンテナっていうのは、

ある本数限られますよね。ほとんどがソーラー

パネルが鹿児島まで行くだけの話で、この２

万5,000円と１万円と、５フィートの差で１

万5,000円差がつくっていうのは、何か特別な理

由があるんですか。

45フィートコンテナにつ○奥野総合交通課長

きましては、先日、９月の初めに初めて第１号

が出たとこですが、お聞きしますと、やっぱり

非常にコストが高いと。海上運賃も何か高いよ

うなんですが、そういうことで、少し補助単価

の見直しをしまして、インセンティブをつける

ために２万5,000円に引き上げたとこでございま

す。

それと、あと、日向市とも連携しまして、日

向市が６万という制度をつくりますので、合計

して少しでも45フィートコンテナが利用できる

ような環境をつくりたいと思って、こういう制

度にしておるところでございます。

ということは、インセンティブっ○十屋委員

ていうところが大きくて、１万5,000円の差が

あった 出てきたということですね この45フィ、 。

ートだけに関していえば、本県と宮城県だけが

特区ですから ここしか使ってない あと40フィ、 。

ートに関しては、例えば鹿児島とか、他県との

比較で１万円というのが、インセンティブの効

果を発揮しているのかどうかっていうのが

ちょっと、どのように判断されておられるんで

すか。

他県においても、同じよ○奥野総合交通課長
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うな制度、大分県とか鹿児島県とか、持ってる

と考えております。大体金額的にも同じような

状況ですので、それに対抗するためには、やっ

ぱりいかに予算の総額をふやすかというような

とこもございまして、今回のような補正をお願

いしたとこでございます。

40フィートコンテナがほとんど主○十屋委員

流で まだ流通してるので そこにインセンティ、 、

ブを与えたほうが逆に効果が大きくなるのかな

と正直思ってまして、45フィートのソーラーさ

んも、ようやくこちらに目を向けて出していた

。だけるようになったというのは十分理解します

でも、その大半は、まだ志布志、博多のほうに

流れてるので、それはもう40フィートコンテナ

で。ですから、そのあたりで、この金額が積算

というのがちょっと明確ではないっていうとこ

ろもあるんですけれども、インセンティブとし

てこの金額が妥当なのかどうか。日向市では、

これにまたさらに上乗せして、それを引っ張っ

ていこうというふうにやってますので ほかの40、

フィート、それから12フィートトラックという

ところからすると、若干高いのかなという気も

しないでもないですけど、足を引っ張るという

意味じゃなくてです。だから、この４つのとこ

ろとの整合性というところと、インセンティブ

をどうつけるかっていう考え方がきちんとない

と、やはり金額の妥当性っていうのはなかなか

説明しづらいのかなというふうに思いました。

先ほどカーフェリーの話がちょっと出ました

けれども、いわゆる燃油が上がって、やっぱり

かなり経営的にも厳しいっていうんで、私、２

月のほうでさせていただきましたけども、非常

に、乗る枠っていうのが決まってて、だから、

逆に言うと、この辺の利便性を図ったほうが経

済的には効果が上がるのかなというのも若干

思ったりもしてまして、その辺のところの整合

性をどういうふうにとっていくかなっていうの

もちょっと疑問に思いましたので、質問させて

もらいました。

、 。あとは 貨物というのは発生してるんですか

貨物につきましては、今○奥野総合交通課長

年度は２件ございます。

ということは、まだ貨物、先ほど○十屋委員

言われましたけど、モーダルシフトっていう観

点からすると、やっぱりトラックが主流で、ど

うしても宮崎の場合は、港内の、駅の面積とか

さまざまな問題もあると思うんですけど、この

事業に関しては、どうしてもトラックが輸送方

式になるっていうことで理解してよろしいです

か。

陸送から主とするという○奥野総合交通課長

のを中心に考えております。一応、今回の内訳

としまして、26件中前線の陸送からシフトした

のが８件ほどございました。あと県外港からの

シフトが11件とか、そういった内訳がございま

す。

なかなか荷物の引っ張り合い、厳○十屋委員

しい競争なので、ぜひ頑張っていただきたいと

思うんですけども、有効に活用してほしいなと

思います。

それから、こういった制度上の申請主義で、

荷主さんなり運送事業者さんが申請しなければ

いけないというところがありますので、こうい

う補正予算の組み方になるかなと思うんですけ

ども、あと、去年で見ますと１億1,000万でした

か、１億1,300万ほど、当初予算ではそのように

出てましたけど、ここにそのまま約半分が９月

で補正されたということで、トータル的にいう

と、この額がふえていくことによって物の流れ

がたくさん出ていくというふうに理解してます
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ので できればまた 申請主義というのもちょっ、 、

と若干、いろいろこれまでにも問題があったの

もありますので、そのあたりは適切に対応して

いただきたいというふうに思います。

それから、フードビジネスについて１点お伺

いしたいんですが、先ほど説明の中では、この

議会が終わって具体的な事業選定とか企業さん

を選ぶということですが、申し込みといいます

か、かなりまた来てらっしゃるということでよ

ろしいんですか。

本事業採択、○井手フードビジネス推進課長

新聞報道されまして以来、こういうことで使え

るんでしょうかというようなお問い合わせ、ま

た、企業さんからこういうふうなことを考えて

いるというようなお話、多々伺っております。

手応えは感じております。

せっかくいい事業ですから、具体○十屋委員

的にこの効果が出るようにぜひお願いしたいと

思うんですが、その中で（３）の「若年求職者

」 、に知識・技能の習得 っていうとこなんですが

座学が中心ということで、これは委託費という

ふうになってるんですね。これは、今の考え方

で、どこにどういうふうな形で、具体的にあれ

ば教えていただけますか。

これは、一般○井手フードビジネス推進課長

の求職者の方々に対して、本県のフードビジネ

スの環境なり、どんな会社があるかということ

を御紹介することを兼ねてやろうと思ってる事

業でございます。具体の企業名はともかくとし

、 、て そういう人材の育成をやっている企業さん

もしくは専門学校さんであるとか、もしくは派

遣等をやられてるような企業さんとのおつき合

いの深い、そういう企業さんあたりを考えてお

ります。

そこで今、ちょっと専門学校とい○十屋委員

、 、うお話もあったり 企業というお話もあったり

人材派遣会社というのがあったんですが、それ

、 、もどこかを選定されて そこにこの920万ですか

この予算で今年度はお願いしたいというふうに

考えていらっしゃるんですか。

はい、そのと○井手フードビジネス推進課長

おりでございます。

、○十屋委員 あとの２とか１とかっていうのは

まだこれからでしょうから、なかなか中身がわ

、 、からないと思うので いろんな構想を出されて

事業化するときにきちんと効果的に、皆さん、

期待しておられますので、やっていただきたい

なというふうに思います。

それから、最後にサーバーなんですが、仮想

化技術っていうのがよくわかんないですけど、

これは、我々にわかりやすくちょっと説明して

いただけますか。言葉がちょっとわかりづらく

て。

私ども事務屋でございま○甲斐情報政策課長

、 、して 明らかに見たわけでもございませんので

理屈でしか知らないんですけれども、この７ペ

、ージのところの右側の絵を見ていただきますと

下に１段サーバーというのがあります。その上

、に仮想化ウェアというのがあると思うんですが

以前といいますか、右側の部分では、１つのサ

ーバーでは１つのＯＳ、オペレーティングシス

、 。テムというんですが これしか使えないんです

この仮想化ウェアというのを使いますと、複数

の同じＯＳであるとか、あるいは代表的なＷｉ

ｎｄｏｗｓとか、それからＡｐｐｌｅのＭａｃ

とか Ｌｉｎｕｘとか そういうものが複数あっ、 、

てもやっぱり対応できるという、そういうシス

テムができてる。さらに、それに安全性を高め

るような装置も中に入ってまして、そういう扱

、 。いができるという そういうものでございます
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正直言って余りよくわからなかっ○十屋委員

たんですが、我々の知識不足が、もう本当にあ

れなんですけど、難しいんですけど、言葉自体

、 、がちょっと 仮想化っていうのがわからなくて

今までと違うのは、いわゆるいろんなＯＳのソ

。フトがどれでも対応できるっていうことですね

だから、ＯＳとサーバーのとこの、ここのとこ

ろで仮想化が入ることによってこのサーバーの

台数が、320台から40台に減るんですよね。280

台ほど減るんですよね。ということは、理解す

るとすると、サーバーとＯＳの関係がもう一本

一本あって、それをもう先ほど言ったＬｉｎｕ

ｘにしろ、Ｗｉｎｄｏｗｓにしろ、Ｍａｃにし

ろ、この仮想ソフトウェアということで、全部

それが対応できるということで、このサーバー

自体が減ると……。

基本的にはそういうこと○甲斐情報政策課長

なんですけれども、例えば10年前に比べると、

このいわゆるサーバーという、中央演算装置と

か、ハードディスクとか、そういうものの能力

がもう何十倍も上がっているんです。10年前の

一番いい機械が、今の一番安い機械ぐらいの能

力があるというような、そういうことがありま

すんで。実は、昨年度、これをどれくらいサー

バーの能力を使ってるかと調査をしたら、ピー

ク時でも10％ぐらいしか使っていないという。

ということは、９割の能力を捨ててるというよ

うなもの。ですから、まずサーバーを小さくし

て、そこに仮想化基盤というのを乗せることに

よって、どれでも対応できるように、そういう

使い方をするので全体が小さくなると、そうい

うことです。

何となくわかりました。最終的に○十屋委員

は節約できるっていうことが大きなメリットだ

ということですね。ということは、この５年間

で、何ぼですか、相当、３億と毎年１億2,000

万、10億近くの金が浮いてくるということで理

解、よろしいでしょうか。

移行します５年間につい○甲斐情報政策課長

ては、５年間トータルで３億程度しかならない

、 、 、んですけれども その後 毎年１億2,000万とか

それくらいの金額は現在よりか削減できる。さ

らに、今、全部が全部乗ってるわけじゃありま

せんので これ以上また 今後 その基盤に乗っ、 、 、

かるシステムがふえるほどその経費は削減して

いると、そういうことでございます。

ありがとうございました。○十屋委員

物流支援化に関連してですけど 45○坂口委員 、

フィートと40フィート、１万5,000円の差です。

これは、やっぱりかなり割高になるから、これ

だけのやっぱ補助を出さないと、なかなか実現

しないんだっていうことがその背景みたいです

けど、やっぱこの事業、いつかは自立化に向け

た支援でないとだめだと思うんです。補助金が

なくなったら成り立たないようでは、これはそ

ういうところに税は投資すべきじゃないってい

うことは、はっきりやっぱりしてると思うんで

す。だから、その見通しです。何年この事業を

やられて、自立させようとされてるのか、その

めどが立っているのかどうかです。

この45フィートコンテナ○奥野総合交通課長

は、委員も御承知のように、構造改革特区の関

係で導入されたもんでございますが、一応、こ

れの期待される効果っていうところが輸送量の

増大ということで、40フィートコンテナよりも

約27％増加してると、27％。そういうことにな

りますと、物流コストが削減できる、あるいは

二酸化炭素の削減効果も見込まれるというよう

なことで、将来的にはこれが港の競争力の強化

、にもつながっていくんじゃないかということで
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これを考えております。競争力強化が期待でき

るとこですが、今のところまだ全国的に例が３

県だけです。今度、三重県も加わりました。全

国で３県です。まだまだ事例も少ないというこ

とです。これがまた、どんどん各県が利用をふ

、 、やしていけば そういったコストも削減できて

ある程度費用対効果の見通しもついていくん

じゃないかと思うんですが、少し時間はかかる

かもしれませんが、ちょっと先ほどの物流効率

化支援事業なんかも有効に使って、この普及に

取り組んでいきたいと思っているところでござ

います。

一般的に、輸送量、ロットがふえ○坂口委員

ればふえるほど、通常はコスト安ですよね。た

、 、だ コストが極めて高いという説明だったから

短期間でやっぱり償却しなければいけない初期

投資があっての、採算面で合わなくって、それ

をコストに反映せざるを得ない、割高なら解決

できる思うんですね。ところが、このもの自体

が、もうコストがかかるシステムなんだと、こ

れはずっとかかっていくんだってなると、手切

れができなくなると思うんです。これを持続さ

せるためには 補助金が出なければもうやめちゃ、

いますよっていうことになる。だから、そこの

。ところをどう整理されたのかっていうことです

だからそうなると、当然、いつぐらいまですれ

ば自立できるよっていう見通しがなければ、こ

。れは手を出すべきじゃないって僕は思うんです

そこらをお尋ねしてるんです。

なかなか難しい御質問で○土持総合政策部長

ございます。ただ、この物流効率化支援事業そ

のものは、前年度の実績から増加した部分につ

いて補助をするという方法はとっております。

ですから、どこかでそこは限界値に達するんで

しょうけど、それはちょっと現時点では見込め

ないという状況でございます。

ただ、今、十屋委員のほうからもお話がござ

いましたとおり、今度は別な意味で、何といい

ますか、モーダルシフトだけではなくて、実際

に今度は宮崎港に荷を集めるという視点になっ

てまいりますと、この事業のつくり方でいいの

かというちょっと疑問は持っておりまして、今

後、そういった総合的にどういう対策を打って

いくかということについては、もう少し慎重に

検討しなければならないというふうに考えてお

ります。

ぜひ、そこは慎重にやるべきと思○坂口委員

うんです。このことによって、例えば12フィー

トにしわ寄せが来たり、40フィートにしわ寄せ

が来たり これ やっぱり成り立たなかったりっ、 、

て投げ出したときは、完全に他の港と勝負でき

ないことに行政が誘導していったということに

なるから、これは責任が大きいと思うんです。

それからもう一つ、市のやっぱり財源の捻出

の仕方も、これ、県がもし誘導されたんだった

ら、ちょっとやっぱり一考を要する思うんです

けど、この港の使用料がふえることによって、

着岸料とか手数料とか、それから、取り扱いの

ために税として市に落ちている部分、そういう

ものがふえることに見合わさった投資の増でな

いと、日向市としても、あるいは日南市として

も、そこらはやっぱりしっかり県がチェックし

てあげながら、指導のもとでやらないと、むや

みやたらにただ45フィートを動かしたい、うち

でとりたいというだけで、そこにやっぱり望ま

れるだけの補助を出させるというのは、これも

やっぱり将来に禍根を残すやり方だと思うんで

す。僕も今初めて見るだけで、検証も何もやっ

てないんですけど、そこんところの心配が非常

に大きいもんですから、これは要望でとめてお
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きます。

次は、フードビジネスなんですけれども、一

つにはフードビジネスっていうやり方です。も

う一つは、６次産業化っていうやり方がありま

すよね。これの、やっぱり今回、改めて僕が評

価してる部分っていうのは、今までは農政サイ

ドは農政サイドで、いかに生産額を上げていく

かとかいう 農政の中でのいろんな取り組みだっ、

たのに、これ、商工サイドが加わってきて、６

次産業化が出てきたり、あるいはフードビジネ

スで、それをやっぱり裾野に戻していこうと、

やっぱり第１次産業の付加価値を高めさせてあ

げようっていうところが、両方ともその精神に

あると思うんです。

、 、それで そういう視点から見ていったときに

例えば（２）なんですけれども、①は宮崎の肉

拡大プロジェクトですよね 「宮崎」って入って。

ますよね。宮崎県産の畜産のやつをどう高めて

いくかって、価値をっていう、そして、また生

産を上げていくかっていうことでしょうけど、

②は、今度、フードビジネスの野菜とかになる

と一切入ってないんです。だから、ここんとこ

ろで、どうやっぱり１次、２次、３次の連携を

とられて、６次産業化とフードビジネスとの整

合性とか調整はどんなぐあいに、基本的には県

は持っておられるのか、基本的な考え方です。

この整合性と、それから連携、これ、どんなに

なってますか。

今 おっしゃっ○井手フードビジネス推進課長 、

た委員会資料４ページの（２）のところの、例

えば②です 加工・業務用農水産物拡大プロジェ、

。 、 、クト 私ども やはり加工に向けた取り組みが

やはり一方で不足していたというふうに、課題

として認識しております。もちろん青果、生鮮

として出してきたっていうブランド力も最たる

ものだと思ってますけど、一方で加工のところ

が手薄だった。ここに向けて、今回のプロジェ

クトでも、そういう加工、特に業務用として出

していくという部分について、人材を育成して

いく、また、企業を育成していくということを

考えています。

委員おっしゃるとおり、もちろん実際に加工

に持ち込むためには、産地も一緒に取り組んで

いただかないといけないと。これは、前回の委

員会でもいろいろ御質問いただいたとこであり

ますが、業務用の野菜をちゃんとつくれる産地

を一緒に育成していただくということで、総合

政策部が入りまして、商工と農政をつないで、

実際に加工するところ、出口を探して、しかも

つくるところとつないでいくというふうに考え

ております。これが基本的な考え方ということ

でよろしいでしょうか。

やっぱりそこでないと、これはも○坂口委員

う単なる商工労働部がやればいい個別事業って

思うんです。総合政策課がやっておられるのは

そこだと思うんです。そうなれば、やっぱり肉

と一緒で、宮崎の野菜とか、産地づくりとかい

うものをここに入れて、しっかり認識した上で

やってかないと、恐らくこの事業が現場におり

るときは、その加工業者さんに対してのやっぱ

り支援とか、指導とかの域を出ないと思うんで

す。あんたのところはどこに産地を、どういう

考えで産地をつくり上げていくんだとか、そう

。いうところまでは恐らく行かないと思うんです

だから、やっぱりこの事業、ちょっと心配な

ところは、やっぱり僕はタイトルにしっかり、

、宮崎の農畜水産物をしっかり付加価値を高めて

生産も今後ふやしていくんだっていうものを、

やっぱり事業の中のタイトルとして入れておく

べきで、でなければ、肉に入っているのはやっ
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ぱりそういう認識があると思うんです、宮崎の

。 、 、肉を使ってっていう でも こちらはやっぱり

とにかく加工業者さんに集荷についてはお任せ

しようっていうところで、その域を出てないん

じゃないかなっていう心配を持ってるんです。

ぜひ、これはタイトルに、やっぱりそこらを認

識するためにも入れてほしいと思うんです。

。○井手フードビジネス推進課長 わかりました

ちょっと検討させていただきたいと思います。

ほか、ありませんか。○内村委員長

同じくフードビジネスのことにつ○丸山委員

いてなんですけども、今後企業に公募をかける

ということなんですが、ことし、例えば25年度

とりますけども、26、27年度の引き続きそこが

もうずっと事業を、補助金をいただいていくよ

うなシステムなのか、26年度はまた別な企業が

公募できるような形になのかというのを一つお

伺いします。

あと、かつ目標雇用人数が1,223人というふう

に書いてますが その辺のことに対してのチェッ、

ク機能といいますか、県は一応目標を掲げたか

らには、しっかりもうしないといけないという

ふうに思ってますが、その辺の公募のあり方、

誰がどこでチェックしているのかをちょっと教

えていただきたいと思ってます。

実際に、本年○井手フードビジネス推進課長

度、どの程度の事業者さんが参画していただけ

るのかっていうのは、これ、公募をかけてみな

いとわからないんですけれども、この公募で、

企業さんの支援の中で一番重要なのは、中堅ど

ころ、今後その企業さんの将来を担っていく中

堅どころの人材を育成をしていくという部分で

ございまして、この育成の方法としましては、

新たに中堅どころのところをいわゆるヘッドハ

ンティングみたいにして引っ張ってくる、もし

くは自社の中で中堅どころの方を鍛えるという

ことになろうかと思います。

、そこの部分の研修の部分の経費ということで

外部の専門家なり、アドバイザーを入れる部分

についての補助をいたします。これにつきまし

ては、最長で、この事業を最後まで、３年間見

れるような形になりますので 今年度採択になっ、

た企業さんの中で、事業計画の中で３年間、次

年度までやりたいと言えば、その実績を見なが

ら、評価をしながら次年度も考えていくことに

なろうと思います。予算規模がふえていきます

ので、当然、来年、再来年はまた新たな企業さ

んを公募して、支援をしていくということにな

ろうと思います。

そこで、その企業さんが、事業拡大がどの程

度になって、新たな雇用がどの程度創出された

のか、これは全てを把握できるかどうかってい

うのは、企業さんの業績情報もありますので、

公表できるかっていうのは、ちょっと今の段階

では言えませんが、私どもとしては当然、アン

ケート等で、きっちりどの程度の雇用が創出さ

れたっていうのは把握して、評価をしてまいり

たいと思っております。

かなりの県と国の助成金が行くわ○丸山委員

けですから、基本的には税金がもとになってい

ます。非常にしっかりとした形として結果を出

してもらわないと困るもんですから、やっぱり

雇用っていうことで多分厚生労働省が入ってき

たと、雇用をしっかりやっていきたいっていう

ことだと思ってます。それを曖昧に、また、調

査できなければ結局意味がないと思ってますの

で、その辺のシステムをもうちょっと再構築し

ていただきたいなというふうに思ってます。た

だ、お願いベースでっていうだけでは、結局意

味がないんじゃないかと。ただ、物すごくいい
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補助金ですので、垂れ流ししてしまうと 本─

当に宮崎のフードビジネスを考えるときに、本

当に宮崎は何をやりたいっていうのが全然見え

なくて、ただ企業に投げてしまってっていう感

じも見受けられるもんですから、何を本当に宮

崎のフードビジネスとしてやりたいっていうの

がちょっと……。県の方針が出て、それにそぐ

うものしかできないのかとか、どういう形で説

。明会とかやっていく予定にしてるんでしょうか

改めて申し上○井手フードビジネス推進課長

げますが （２）のところで①から⑥まで掲げて、

ます。特に、先ほど、わかりやすいんですが、

宮崎の肉ということで、これは宮崎の食肉加工

業の方々を対象に考えてます。特に大手さんあ

たりとは、もう既にお話を始めてます。加工業

務用の農産物、これは水産も含めてなので、水

産加工場もしくは野菜の冷凍加工場、この辺が

主になっていくと思っておりますし、焼酎は、

もうそのとおり焼酎事業者さん。キャビアに関

しましては、キャビアの協同組合さん。海外の

輸出、これにつきましては、少し幅広になりま

すけども、海外輸出を考えてらっしゃる企業さ

ん。もちろん、加工技術、製造のところで新商

品なり技術開発を考えていらっしゃる企業さん

というふうに、一応フードビジネスのテーマ、

３つのプロジェクトの中で10のテーマを掲げて

ます。そのテーマごとに、それぞれの対象とす

る業種を定めてます。

実際には、私ども、もう既に各所管課で、そ

れぞれ自分の所管する業界の方々といろいろお

話を始めてますので、ある程度ポイントになる

企業さん等は見えてきているのかなというふう

に思ってます。その企業さんのところの業績が

いかに拡大をしていくのか、そこについては本

当に注意深く見てまいりたいと思いますし、こ

の事業がどの程度、その事業者さんの拡大に好

影響を及ぼすのかというところも考えておりま

す。

あくまで民間企業さんの事業実績でございま

すので、この事業は、この補助金を得たからそ

のままこの補助金で３人雇いましたという、人

。件費を丸々補助するようなものではありません

この事業で専門家を雇って、販路が拡大して、

業績がアップしました、３人雇いましたという

ような、そのまま直接つながるものではない部

分もあります。企業さん本来の、自社の努力と

いう部分が業績アップにつながっている部分も

ありますんで、その辺を注意深く分析をせざる

を得ないなというふうに、担当課としては考え

ております。

これ今さっき、担当課っていうの○丸山委員

は、フードビジネス以外の課、例えば宮崎の肉

であれば畜産振興課が中心になって見るとなる

と、責任の所在っていうのはどこがなるという

ふうに思えばいいんですか。

この○永山総合政策部次長（政策推進担当）

事業については、総合政策部のほうで総括をし

てまいります。

ただ、具体的に企業へのアクション等につい

ては各課が、例えば、畜産振興課が肉について

はやっていくということになりますけれども、

それだけでは十分じゃない部分が当然出てきま

。 、 、 、す 例えば 大きな課題である食肉加工 これ

どう進めていくのか、屠畜場をどう考えるのか

という大きな課題等については、畜産部門だけ

では力不足の分はあるかもしれませんから、そ

ういう部門については、総合政策部のフードビ

ジネス推進課が中心に動かしながらやっていく

ということになるのかなというふうに思ってま

すが。



- 17 -

平成25年９月19日(木)

例えば1,223人、ちょっと曖昧でしたけど、こ

れは厚生労働省に対して申請をして、こういう

事業をやることでこれだけの成果を出すんです

よということを、我々は約束をしてますんで、

、 、しっかり把握をした上で 実績が伴わなければ

次の年の補助金はそれほどたくさんは出ないと

いうことも当然考えられるわけです。ただ、先

ほど課長が申し上げたように、これについては

直接この補助金で雇用する人数ではなくて、こ

の補助金でサポートした結果、事業が拡大する

ことによって雇用がふえるというふうなことで

すから、少しタイム差はあるだろうとは思いま

すけれども、これだけ大きな事業を取り組まし

ていただくわけですから、その成果については

しっかりフォローしていきたいと。それは、総

合政策部のほうでしっかり管理をしていきたい

と思ってます。

、○丸山委員 責任がばらばらにならないように

何かあそこの課が対象とした、選んだところが

悪かったからだめでしたとか、そうならないよ

うに、しっかり責任を持ってフードビジネスを

取り組むんであれば、しっかりとした、総合政

策部がやるというふうに今言われましたので、

しっかり責任から逃げないように、しっかり

チェックをお願いしたいと思います。

この○永山総合政策部次長（政策推進担当）

事業もそうなんですが ３つのプロジェクト 10、 、

、の取り組みについて全庁的に進めていきますが

その統括の座長を私がやっておりますんで、座

長である間は逃げずに、しっかりやっていきま

、 、すし 総合政策部が座長を務めていきますんで

この事業も含めてですけれども、プロジェクト

全体がしっかりと進むように責任を持って取り

組みたいと思っています。

よろしいですか。○内村委員長

。 、○丸山委員 要望します 本当に責任を持って

やっぱり非常に20億という税金が投じられるも

んですから 責任を持って 県がはっきりとやっ、 、

ていただくようにお願いいたします。

よろしいでしょうか。○内村委員長

丸山委員が言うのも、本当、よう○井本委員

わかるんです。大体商売やられたことのない人

たちがこういうことをやるわけやから、採算と

かそんなことも考えたことのない人たちが。だ

から、本当にこれ、大丈夫かなと。例えば、こ

ういう事業主を、事業を選ぶときに、誰がじゃ

あ選ぶのか、皆さんたちが選ぶの、その辺はど

うなの。

公募のスキー○井手フードビジネス推進課長

ムについては、今、いろいろ検討してます。ど

ういう観点から、また、どういう専門スキルが

必要なのかというのも、今、いろいろ検討をし

てるところです。今、現段階では、こういう方

々を審査員にとか こういう審査チームでとかっ、

ていうのは、まだちょっと申す段階に来ており

ません。

責任を持つということと、能力が○井本委員

あるということは別です。幾ら責任を持ったと

しても、最後は腹を切らないかん。それはしょ

うがないかもしれんけど、この事業は成功させ

ないかんわけやからね そういうためには やっ。 、

ぱり成功させるだけのそういう能力を、ぴしっ

と構えないかんと私は思います。だから、民間

の力を、それこそいろんな統括者、地域人材コ

ーディネーター、マーケティングアドバイザー

とか書いてありますよね。これを、優秀な人た

ちをまず選ぶ 雇うということがまず大切でしょ、

うね。これは、誰がどんなふうにして選ぶシス

テムになっとるんですか。

今、どういう○井手フードビジネス推進課長
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人材があるのか、県庁の中、また、関係団体の

ところで、どういう人材の方々がいらっしゃる

、のかというピックアップを今やってるところで

その方々からどういうふうに選ぶのかというの

、 。も含めて ちょっといろいろ検討をしています

だから、それが一番肝心です。何○井本委員

か報告を見ると、既に、何ですか、フードビジ

ネスの進捗状況の中には、もう「アドバイザー

２名を設置」と書いてありますね、マーケティ

。 、 。ングアドバイザー これ もう既に設置したの

マーケティン○井手フードビジネス推進課長

グアドバイザー２名、これはブランド戦略のた

めにっていうことで、既に委嘱されておられま

す。

その選び方は、どういうふうにし○井本委員

てやったの。その辺が一番ですよ、やっぱね。

皆さん方の目を疑うわけじゃないけど、今何度

も言うように、あなた方は商売やったことない

わけやから、本当にそういうマーケティングア

ドバイザーが、これ、確かなもんだという選び

方を私は心配しとるわけです。

これは、この○井手フードビジネス推進課長

マーケティングアドバイザーに関しましては、

従前からのブランド対策室のほうでいろいろ人

選をされて、テレビＣＭ等のプロデュースをさ

、 、れてる方でありますとか あと商品開発の会社

企画会社等をやってらっしゃる方２名を選んだ

というふうに聞いております。それぞれ理屈は

あったかのように思います。

だから、その辺は 「あったように○井本委員 、

思います」とか何とかじゃなくて、今言ったよ

うに、あんたとこが責任持つと今聞いたんだか

ら、やっぱしっかりといい人、これはもう皆さ

ん方が事業を起こすわけじゃない、それはもう

無理です、恐らく。やっぱりそういう環境を整

えるのが皆さん方の役目なんだから、優秀な人

材をつくる、人を集める、そういう形をつくっ

、 、ていくのが皆さん方の役目なんだから いい人

いい人間をやっぱ集めてくるというのは大切な

ことです。これを「だろう」でやられると 「だ、

ろう」ぐらいの人間しか集まらんですよ。

ちょっと表現○井手フードビジネス推進課長

がまずかったと思います。申しわけございませ

ん。ある意味、実績をきっちり見て選んでいく

んだろうと思いますし。

、 。（ ）○井本委員 また だろうって言ってる 笑声

だろう 口○井手フードビジネス推進課長 ─

ぐせなんで、申しわけございません。

４ペ○永山総合政策部次長（政策推進担当）

ージの（１）のところでのアドバイザーってい

うのは、県全体でこういうことを進めていく、

ここにビジネスチャンスがあるんじゃないかっ

ていうのをアドバイスしてくれるような人材を

雇用したいということで、そこは、例えば、肉

の部門に強い人、野菜に強い人、あるいは百貨

店に強い人、スーパーに強い人、いろんな方も

いらっしゃると、加工分野に強い人、そういう

、人をセレクションしていきたいと思ってますが

この事業のポイントは（２）のところで、例え

ば、肉についての販路開拓、海外向けの販路開

拓をやりたいという企業があれば、そこに専門

家をその企業が雇う場合には８割補助しましょ

うと、あるいは加工をするような専門家、ある

いは工程管理をできるような専門家を雇おうと

思えば、そこの企業が選んだ人について８割補

助しましょうというところで、かなり突っ込ん

だところで人材、それも企業が求める人材を選

べるというところが、この事業の大きなポイン

トだと思ってます。

私たちの役割は、その企業がそういう人材を
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探せるようなベースをどうつくるかと、お金は

こうやって用意しましたんで、そのベースをど

うつくるかということで、そのあたりのネット

ワークの構築に今後努めていく必要があるんだ

ろうと。一番のポイントはそこだと思ってます

んで、委員がおっしゃるとおり、我々は商売は

できませんので、企業が求める人材をどう当て

はめていくのかということと、財源をしっかり

確保することだろうというふうに思っておりま

す。

実はそのとおりです。だから、本○井本委員

、 、 。当 いい人材を かちっとした人を本当選んで

私が思うに、そういう庁内に民間人を入れたよ

うなプロジェクトチームでもつくったらいいん

じゃないのかなという気がするんだけど、その

辺はどうなんですか。

全体○永山総合政策部次長（政策推進担当）

的にいうと、推進会議というのがあって、民間

のトップの方々の集まりがありますが、この事

業については、実務者レベルの会議というのは

民間の方々も入っていただいて、つくってると

こです。ただ、その方々が専門家というわけで

もありませんから、もう少し広目に、どうやっ

て知識を集めていくのかっていうのは、今後も

工夫の必要はあるだろうというふうには思って

います。

、○井本委員 よくわかっておられるようだから

ともかくこれは成功させていかないかんから、

肝心なものはやっぱ人材です。よろしくお願い

します。

よろしいでしょうか。○内村委員長

今のやはりフードビジネスの説明○図師委員

のとこなんですが、民間が専門家やアドバイザ

ーを雇用する際に、８割の人件費の補助がある

ということなんですが、上限額があったら教え

てください。

基本的に予算○井手フードビジネス推進課長

の範囲内でということになります。現時点で、

こういう人は幾らというような上限額はありま

せん。

わかりました。○図師委員

よろしいでしょうか。○内村委員長

今の（２）でいうところの人○渡辺副委員長

材の確保のところですが、それは必ず外部から

の人材ということは担保されるんでしょうか。

例えば、特定企業の中で、その業種についてあ

る程度の専門知識を持った方たちが、既にその

商売をしているわけですから、いることはある

と思うんです。その方々を、既に社内に有して

いる人材をそういう人材として活用して、県の

そういう枠を利用するっていうことはあり得る

のか。そうではなくて、必ず外部で、ライン引

きはともかくとしても、一定程度の、第三者か

ら見たときの専門性とノウハウを有していると

いう方を、という形で認められた方のというふ

うにしか使えないのか、そこんとこ、いかがな

んでしょうか。

、 、○井手フードビジネス推進課長 現時点で 今

社内にいらっしゃる もう社として人件費を払っ、

て雇ってらっしゃる方に関しては、この事業に

よって新たな補助の対象とはなり得ないという

ふうに考えます。

よろしいでしょうか。○内村委員長

では、次、報告事項のほうに移らせていただ

きます。報告事項に関する説明を求めます。

別冊になりますが 「平○稲吉統計調査課長 、

成25年９月定例県議会提出報告書 、冊子の薄い」

ほうでございます。これの４ページをお開きく

ださい 「損害賠償額を定めたことについて 、。 」

１件の事案発生がございます。４ページの一番
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上の事案であります。

事案の内容は、平成25年５月29日に発生した

県有車両による交通事故で、業務のため出張し

た当課の職員が、西都市聖陵町の西都市役所北

側駐車場において、駐車しようとした際、前方

に駐車していた相手方の車、フロントバンパー

右前部に接触したものであります。

なお、賠償金につきましては、任意保険から

全額が支払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますが、今回の事案

を踏まえまして、交通安全運転の励行や法令遵

守について、再度周知徹底を図り、再発防止に

向けて厳しく指導してまいりたいと考えており

ます。

報告は以上でございます。

「県が出資して○菓子野文化文教・国際課長

いる法人等の経営状況について」御報告いたし

ます。

「平成25年９月定例県議会提出報告書（県が

出資している法人等の経営状況について 」とい）

う冊子をごらんいただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。当課所管の３つの公益法人に

ついて説明をいたします。

１枚目をお開きいただきまして、対象の法人

等が並んでおりますけれども、法令準拠といた

しまして、本課所管が３番目 「公益財団法人宮、

崎県立芸術劇場 、その下の「公益財団法人宮崎」

県国際交流協会 、条例根拠が、一番上の「財団」

法人宮崎県私学振興会」の３つでございます。

それでは、まず、15ページをお開きいただき

たいと思います 「公益財団法人宮崎県立芸術劇。

場」でございます。

初めに24年度の事業報告を行います。

「１の事業概要」でございます。当財団は、

県立芸術劇場の指定管理者であります。指定管

理者としては２期目、平成23年から27年の５年

間でございまして、平成24年度はその第２年目

になります。

次に 「２の事業実績」についてであります。、

まず「 １）県立芸術劇場の指定管理業務（施設（

の利用及び維持管理 」でございますが、事業費）

が２億2,100万9,000円となっております。

次に 「 ２）県立芸術劇場の指定管理業務等、（

（ １）以外の業務 」でございます。事業費は（ ）

３億4,406万円でございます。

、「 」 、まず ①宮崎国際音楽祭 でございますけど

第17回の国際音楽祭を実施しております。

次に 「②招へい公演事業」でございますけど、

も、ＮＨＫ交響楽団などの公演を行っておりま

す。

次に 「③自主企画制作公演事業」でございま、

すけど みやざきの舞台芸術シリーズ 等を行っ、「 」

ております。

、 。次のページ お開きいただきたいと思います

「④教育普及事業」であります。パイプオルガ

ン、チェンバロ講習会などを実施しているとこ

ろでございます。

次に、経営状況の詳細につきまして御説明い

。 、「 」たします これは 出資法人等経営評価報告書

により説明させていただきます。

報告書の159ページをごらんいただきたいと思

います。よろしいでしょうか。まず、出資の状

況でございますけど、一番上 「概要」欄の中ほ、

どでございますけど、平成25年３月末時点の総

出資額は３億9,985万9,000円でございまして、

県出資額も同額でございます。県出資比率は100

％となっております。

次に、中ほどの「県関与の状況」欄でござい

ます。
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まず 「人的支援」でございますけど、右欄の、

平成25年４月１日現在のところを見ていただき

たいと思います。役員９人のうち、県退職者は

３人、また、職員数24人のうち県職員は３人、

県退職者は１人となっております。

次に、その下の欄の「財政支出等」でありま

すが、平成24年度は、県からの委託料として４

億6,033万6,000円を支出しております。

委託料の内訳につきましては、その下の「主

」 。な県財政支出の内容 の欄に記載しております

まず、①でございます 「県立芸術劇場管理運。

営事業」は、館内の清掃や警備、各種設備の保

守を行うもので、指定管理料として２億7,835

万7,000円を支出しております。

次に 「②宮崎国際音楽祭開催・準備事業 、、 」

指定管理料として9,838万6,000円を支出してお

ります。

次に 「③芸術劇場大規模改修事業 、委託料、 」

として8,359万3,000円を支出しております。

その下の欄の「実施事業」でございますけど

も、先ほど説明いたしました事業のほか「④友

」 。の会 事業を実施しているところでございます

次に 「活動指標」についてであります。、

、「 」 、 、まず ①劇場稼働率 は コンサートホール

演劇ホール、イベントホールの合計であります

が、目標値の72％に対しまして、実績値は76.5

％であり、達成率は106.3％となっております。

次に ②主催公演の入場者率 は 目標値の66、「 」 、

％に対しまして、実績値は54.9％であり、達成

率は83.2％となっております。

次に 「③友の会会員数」は、目標値の1,500、

人に対しまして、実績値が970人であり、達成率

は64.7％となっております。

次の160ページをお開きください 一番上の 財。 「

務状況」欄でございます。左側が、毎年度の収

支状況をあらわす「正味財産増減計算書 、右側」

が年度末の資産や負債の状況をあらわす「賃借

対照表」となっております。

初めに 「正味財産増減計算書」について説明、

いたします。表を縦に見ていただきまして、平

。成24年度の列をごらんいただきたいと思います

、「 」 、表の一番上 経常収益 は６億8,503万8,000円

「 」 、その下の 経常費用 は６億6,726万8,000円で

その下の「当期経常増減額」は1,770万円の増と

なっております。

これによりまして、表の下から５段目になり

ますが 「一般正味財産期末残高」は、前年度か、

ら1,770万円増加し、１億7,743万6,000円となっ

ております。

また、表の下から２段目なりますけれども、

「指定正味財産期末残高」は招へい公演事業等

に充当するための取り崩しを行いました結果、

前年度から5,821万8,000円減少し、４億1,446

万9,000円となっております。

この結果、表の一番下の段になりますけれど

も、正味財産期末残高は、前年度から4,044

万8,000円減少し、５億9,190万5,000円となって

おります。

次に、右側の「貸借対照表」について説明い

たします。

、 。一番右側 平成24年度の列をごらんください

表の一番上 「資産」は 「流動資産」３億2,333、 、

万4,000円 「固定資産」４億1,559万円の合計７、

億3,892万4,000円となっております。その下、

「負債」は、１億4,701万9,000円となっており

ます。この結果 「資産」から「負債」を差し引、

。いた正味財産は５億9,190万5,000円となります

次に、その下の「財務指標」についてでござ

います。

まず 「①管理費比率」でございます。経常費、
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用全体に占める管理費の割合を示したものであ

ります。この割合が低いほど効率的な業務経営

。 、が図られていることになります 平成24年度は

目標値の48％に対しまして、実績値が46.6％で

あり、達成率は102.9％であります。

次に 「②入場料収入比率」は、招聘事業等の、

総事業費に占める入場料収入額の割合を示した

。 、ものでございます 目標値の34％に対しまして

実績値は35.5％であり、達成率は104.4％となっ

ております。

次に、その下の「直近の県監査の状況」でご

ざいます。

平成24年11月６日の委員監査におきまして、

「ホームページ維持管理業務委託について、１

者随意契約の理由が記載されていないものが見

受けられた」との注意を受けました。こうした

ことから、各種規定を踏まえた事務処理を徹底

するよう、職員への指導を行ったところでござ

います。

最後に 「総合評価」の欄の「県の評価」につ、

いてであります。

活動内容につきましては、劇場稼働率で目標

を達成しておりますが、主催公演の入場者率、

友の会会員数は目標を下回っております。

次に、財務内容でございますけれども、特定

資産の取り崩しにより収支バランスを維持して

いる状況でございまして、入場料を初めとする

自主財源の拡充が必要と考えております。

最後に組織運営でございますけど、24年４月

、に公益財団法人への移行が完了しておりまして

体制整備に一定の成果が見られたとこでござい

ます。こうしたことから、その下の４段階評価

、「 」 、「 」につきましては 活動内容 はＢ 財務内容

はＢ 「組織運営」はＡとしたところでございま、

す。

続きまして、平成25年度の事業計画について

説明をいたします。

報告書の20ページをお開きいただきたいと思

います。報告書の20ページでございます。事業

、 、内容は 平成24年度とほぼ同様でございますが

新規事業といたしまして、事業計画の（２）の

②でございますけど、県立芸術劇場が開館20周

年を迎えますことから 「開館20周年記念事業」、

を新規として行います。

次に、22ページの「収支予算書」でございま

す。

「Ⅰ 事業活動収支の部」の「２．事業活動

支出」の一番下の欄の事業活動支出計をごらん

いただきたいと思います。24年度、７億2,399

万3,000円の予算でございましたけども、本年

度、25年度は７億3,079万7,000円の予算として

、 。おりまして ほぼ同額の予算規模でございます

先ほど申しました新規事業、開館20周年記念事

業につきましても、この予算規模は4,260万円程

度でございますけど、これが入った上での予算

というふうになっております。

県立芸術劇場については以上でございます。

次に、宮崎県国際交流協会について御説明い

たします。

報告書の23ページをごらんいただきたいと思

。 、 「 」 、います まず １の 事業概要 でありますが

国際交流協会では、本県の国際交流の促進に努

めているところでございます。

２の「事業実績」につきまして、主なものを

説明いたします。

まず （１）の「交流推進事業」であります。、

県民と在住外国人との交流会の開催などを実施

します 「①国際交流サロン」や「②国際交流ボ。

ランティア養成事業 「③国際交流展示」等を」、

、 。行いまして 事業費221万9,000円でございます
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次に （２ 「情報提供事業」でございます。、 ）

機関誌「Ｓｏｕｔｈ Ｗｉｎｄ」の発行などを行

います「①インターネット・広報紙等による情

報提供 「②ワーキングホリデー等の説明会 、」、 」

「③国際プラザ運営事業」等を行いまして、事

業費515万9,000円となっております。

次のページをお開きください （３ 「在住外。 ）

国人支援事業」でございます。在住外国人への

法律相談、生活相談を行います「①多文化共生

社会推進事業 「②在外外国人支援促進事業」」、

を実施いたしまして、事業費519万4,000円でご

ざいます。

（４ 「国際化推進事業」でございます。国際）

交流・協力活動に対する助成等を行います「①

国際化推進事業支援 「②国際理解・開発教育」、

支援事業」で446万5,000円の事業費でございま

す。

続きまして （５ 「その他事業」でございま、 ）

す。在住外国人を支援する民間団体等の助成等

を行います「①外国人も暮らしやすい地域づく

り事業」で、事業費569万7,000円となっており

ます。

次に、経営状況等の詳細につきまして 「出資、

法人等経営評価報告書」により御説明いたしま

す。

報告書の161ページをごらんいただきたいと思

。 、 「 」 、います まず 一番上の 概要 でありますが

枠内の中ほどにありますとおり 「総出資額」は、

５億4,360万円、このうち県出資額は４億4,307

万円でございまして 「県出資比率」は81.5％と、

なっております。

次に、ページの中ほど「県関与の状況」であ

ります。まず 「人的支援」でございますけど、、

右側の「平成25年度」の欄にありますとおり、

役員９名のうち県退職者が３名となっておりま

す。また、職員は、県から１名を派遣している

ところでございます。

次に その下の 財政支出等 でありますが 24、 「 」 、

年度の実績は 「県委託料」が2,962万5,000円と、

なっております。その下の「主な県財政支出の

内容」のところでございますけど 「県委託料」、

の内訳でございまして、①の「多文化共生地域

づくり推進事業 、②の「外国人も暮らしやすい」

地域づくり事業」でございます。

次に、一番下の枠の「実施事業」でございま

すけど、これは先ほど説明した内容と一緒でご

ざいます。

次に、その下の「活動指標」についてでござ

います。まず、①の「研修・講座の延べ参加者

数」でございますけど、目標値4,700人に対しま

して、平成24年の実績値は4,781人、達成率

は101.7％となっております。目標を達成しまし

たことから、今後さらに積極的に取り組むこと

とし、平成25年度以降の目標値については5,000

人としております。

次に、②の「ホームページアクセス数」であ

りますが、目標値の２万5,000件に対しまして、

平成24年度実績値は１万7,968件、達成率は71.9

％となっております。

、 「 」次に ③の 宮崎県国際プラザ延べ来館者数

でありますが、目標値１万人に対して、平成24

年度は4,630人、達成率は46.3％となっておりま

す。平成25年度以降の目標値につきましては、

協会の業務内容の変更等を踏まえまして、6,000

人としているところでございます。

次に、162ページをごらんいただきたいと思い

ます 「財務状況」でございます。。

まず、左側 「正味財産増減計算書」でござい、

ますけど 「平成24年度」の列をごらんいただき、

。「 」 、たいと思います 経常収益 は3,778万3,000円
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「経常費用」は3,783万円 「当期経常増減額」、

は４万7,000円の減となっているところです。

これにより、表の下から５段目になりますけ

ど 「一般正味財産期末残高」は214万6,000円と、

なります。この「一般正味財産期末残高」と、

下から２段目の「指定正味財産期末残高」の５

億4,360万円を合わせまして、表の一番下 「正、

味財産期末残高」は５億4,574万6,000円となり

ます。

次に、枠内右側の「貸借対照表」でございま

す。

まず 一番上の 資産 は ５億4,819万4,000、 「 」 、

円であり、その内訳は 「流動資産」294万8,000、

、「 」 。円 固定資産 ５億4,524万6,000円となります

次に 負債 でありますが 未払い金などの 流、「 」 、 「

動負債」が244万8,000円となっております。こ

の結果 「資産」から「負債」を差し引いた「正、

味財産」は、５億4,574万6,000円となり、この

うち指定正味財産が５億4,360万円、一般正味財

産が214万6,000円となります。

次に、その下の「財務指標」でございます。

「自己収入比率」は、当期支出合計額に対する

基本財産運用収入や会費、雑収入などの自己収

入の比率でございますけど、目標値15％に対し

て 平成24年度の実績値は19.3％ 達成率は128.7、 、

％となっております。

最後に、一番下の「総合評価」の枠の「県の

評価」であります。

改革工程につきましては、平成24年４月１日

の公益財団法人移行後、諸手続が適正に行われ

ております。

活動内容につきましては、ニーズに対応した

業務内容の見直し等にも積極的に取り組んでお

り、今後もさらに目標値達成に向けて、県と連

携・協働して全県的な視野から多文化共生社会

づくりなどの取り組みを推進していく必要があ

ると考えております。

財務内容につきましても、県からの受託事業

費が収益の多くを占めております。今後も、さ

らに賛助会費の増など、自己収益増に取り組む

必要があると考えております。

組織運営につきましては、最小限の人員で運

営されておりまして、職員の能力向上にも努め

ているところでございます。

その下の４段階評価につきましては、ただい

まごらんいただいた評価内容から 「活動内容」、

はＢ 「財務内容」はＢ 「組織運営」もＢとし、 、

たところでございます。

続きまして、平成25年度の事業計画について

説明いたします。

大変恐縮です。また29ページにお戻りいただ

きたいと思います。２の「事業計画」について

でございますけど、24年度に「その他事業」と

して掲載しておりました「外国人も暮らしやす

い地域づくり事業 、これ、24ページに記載して」

ございますけれども、その事業期間が終了いた

しまして、25年度については（４）まででなっ

、 、（ ）てまして 30ページを見ていただきますと ５

の事業がなくなっております。それ以外は、ほ

。ぼ同様の事業計画ということになっております

そのために31ページの「収支予算書」でござ

いますけども、前年度予算でございますが、事

業規模で申し上げますと、一番下から２段目で

ございますけど 「経常費用計」というところが、

事業規模でございますけども、昨年度、24年

度3,833万6,000円の予算でございましたけど、

本年度は3,385万4,000円、448万2,000円の減額

となっているところでございます。

国際交流協会については以上でございます。

続きまして、私学振興会について御説明いた
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します。これについては157ページをお開きいた

だきたいと思います。よろしいでしょうか、157

ページです。まず、一番上の「概要」の「総出

」 、 、資額 でございますけど ４億2,583万8,000円

「 」 、このうち 県出資額 は１億9,675万5,000円で

「県出資比率」は46.2％となっております。

次に、ページの中ほどの「県関与の状況」で

ございます。

、「 」 、まず 人的支援の状況 でございますけども

右側の平成25年４月１日現在の状況でございま

すが、役員数11名のうち県職員１名、県退職者

２名となっております。

次に 「財政支出等」の状況でございますけれ、

ど、平成24年度は、県補助金が8,333万6,000円

となっております。内容は、下の「主な県財政

支出の内容」の欄にありますとおり、①の「私

立学校教育研修補助金」と「私立学校退職金基

金事業補助金」であります 「私立学校教育研修。

補助金」は、私立学校の設置者及び教職員の資

質向上を図る研修事業の実施に対しまして補助

するものでございまして、決算額は211万1,000

円でございます。②の「私立学校退職金基金事

業補助金」は、私学振興会が行います退職手当

資金の基金造成に対する補助を行うことにより

、 、まして 学校法人等の退職手当の負担を軽減し

私立学校等教職員の福利厚生の向上を図るもの

であります。決算額は、8,122万5,000円となっ

ております。

次に、一番下の「実施事業」の枠でございま

すけど、主な事業としまして、①の「魅力ある

学校づくり事業」は、私立学校の外国人講師の

招致や教育設備の購入費に対する助成事業を

行っております。②の「教育研修事業」は、私

立学校の設置者や教職員の資質向上、人権啓発

の研修等を実施しております。③の「融資斡旋

事業」は、施設設備に係る長期資金のあっせん

等を行っております。⑥の「退職手当資金給付

事業」は、退職手当に要する資金の給付事業を

行っております。なお、⑥の「退職手当資金給

付事業」は、私学関係団体が平成24年11月に合

併したことに伴いまして、平成24年度から私学

振興会により実施しているものでございます。

次に、その下の「活動指標」についてでござ

います。

まず、①の「魅力ある学校づくり助成利用件

」 、「 」 、「 」数 は 目標値 ５件に対しまして 実績値

、「 」 。３件となっており 達成度 は60％であります

次に、②の「研修参加者満足度」は、教育研

修事業における研修の参加者に対するアンケー

トにおける平均満足度でございますけども 「目、

標値」90ポイントに対して 「実績値」94ポイン、

トとなっておりまして 「達成度」は104.4％で、

あります。

、 「 」 、「 」次に ③の 融資斡旋利用件数 は 目標値

２件に対しまして 「実績値」３件となっており、

まして 「達成度」は150％でございます。、

次に、158ページをお開きいただきたいと思い

ます。まず、一番上の「財務状況」でございま

す。

まず 「正味財産増減計算書」について御説明、

。「 」 、いたします 経常収益 は６億4,458万4,000円

「経常費用」は６億4,223万3,000円 「当期経常、

増減額」が235万2,000円となっております 「当。

期経常外増減額」が１万1,000円の減であります

ので 「当期一般正味財産増減額」は234万1,000、

円となります 「一般正味財産期首残高」939。

万8,000円と合わせまして 「一般正味財産期末、

残高」は1,173万9,000円となります。また 「指、

定正味財産」は増減がございませんので 「指定、

正味財産期末残高」４億2,583万8,000円となり
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ます。

次に、枠内右側の「貸借対照表」について御

説明いたします。

平成24年度の列をごらんください。一番上の

「資産」は 「流動資産」１億9,671万5,000円と、

「固定資産」48億800万円と合わせまして、50

億476万5,000円であります。その下の「負債」

は 「流動負債」70万4,000円と「固定負債」45、

億6,648万5,000円とを合わせまして、45億6,718

万8,000円であります。この結果 「資産」から、

「負債」を差し引いた「正味財産」は４億3,757

万7,000円、うち「指定正味財産」が４億2,583

万8,000円 「一般正味財産」が1,173万9,000円、

となっております。

なお、平成23年度以前と比較いたしまして、

、経常収益等が大幅に増加しておりますけれども

これは、私学関係団体を合併したことによりま

して、平成24年度から退職手当資金の給付事業

が加わったためでございます。

次に、その下の「財務指標」についてであり

ます。

まず、①の「自己収入比率」は、基本財産運

用益に自己収益と自主事業収益を加えたものを

経常費用計で割ったものを計算して算出してお

ります 目標値 10％に対して 実績値 は12.7。「 」 、「 」

％で 「達成度」は127％であります。、

次に、②の「管理費額」は 「目標値」3,000、

万円に対して 「実績値」が3,171万円 「達成、 、

度」は94.3％であります。

次に、③の「教育研修事業費比率」は、教育

振興事業に係る「経常費用計」に対する「教育

研修事業費」の割合を算出しておりますが 「目、

標値 50％に対して 57.2％ 達成度 は114.4」 、 、「 」

％でございます。

、 「 」 「 」最後に 一番下の 総合評価 の 県の評価

についてでございます。

まず活動、財務指標についてでございますけ

、 、ど 教育研修事業の原則有料化による財源確保

事務局経費の節減、研修メニューの充実強化に

よる質的向上、及び効率的な基本財産の運用に

ついては、一定の評価ができると考えておりま

す。

また、融資あっせん事業につきましても、融

資利率の引き下げ等を実施しておりまして、今

後も利用促進に向けて努力を続けるべきである

と考えております。

現在、実施している事業の有益性は認められ

ますけども、新公益法人制度への対応を計画的

に進めていく中で、実施組織の形態等について

も検討、整理を行っていく必要が今後出てくる

ものと考えております。

その下の４段階評価につきましては、ごらん

いただいた評価内容から 活動内容 はＢ 財、「 」 、「

務内容」はＢ 「組織運営」はＢとしたところで、

ございます。

以上、３団体の説明を終わらしていただきま

す。

、 。○内村委員長 ここで 午前の部を終わります

午後の部は、１時から再開いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分再開

それでは、休憩前に引き続き委○内村委員長

員会を再開いたします。

中山間・地域政○川原中山間・地域政策課長

策課でございます。別冊資料でございます 「平。

成25年９月定例県議会提出報告書（宮崎県中山

間地域振興計画に基づいて行った主な施策（平

成24年度）について 」をお願いいたします。別）
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冊の単独の資料です。

中山間地域対策につきましては 「宮崎県中山、

間地域振興条例 、あるいは同条例に基づき策定」

いたしました「宮崎県中山間地域振興計画」に

基づきまして、各部連携しながら、各種の取り

組みを進めているところでございます。平成24

年度に実施いたしました同計画に基づく主な施

策について、報告をさせていただきます。

２枚めくっていただきまして、１ページ目で

あります。中山間地域振興計画における施策の

体系表でございます。

、 。重点施策ということで ３つ掲げております

１つ目に産業の振興、２つ目に集落の活性化、

３つ目に日常生活の維持充実という重点施策を

掲げまして、その下に、個別の具体的な施策を

掲げ、取り組んでいるところでございます。

２ページ目以降が、昨年度、各施策ごとに、

各部局が取り組みました事業等の主な内容ある

いは成果あるいは目標指標に対する実績等を記

載しております。それぞれ重点施策に基づく各

部、各課の主な取り組み及び成果を記載してい

るところでございます。

なお、説明につきましては、常任委員会資料

で行わせていただきます。常任委員会資料をお

願いいたします。

８ページをお願いいたします。先ほどの報告

書につきまして、概要という形でまとめたもの

でございます。

１の施策の実施状況でございますが、先ほど

、の施策の体系表でごらんいただきましたとおり

「産業の振興」など３つの重点施策を掲げ、そ

れぞれの施策について、各部局連携しながら各

種の取り組みを実施したところでございます。

２の実施施策の概要であります。それぞれの

重点施策ごとに取り組みの概要をまとめており

、 、（ ） 、ますが まず １ 産業の振興につきましては

中山間地域の基幹産業であります農林水産業の

振興や、新たな産業の創出、鳥獣被害対策等に

取り組んだところであります。

①の農業の振興につきましては、地域の特性

を生かした生産振興や多様な担い手の育成、生

産基盤の整備等に取り組んだところでありまし

て、枠囲いにありますように、ラナンキュラス

など、中山間地域に適した収益性の高い作物の

導入支援や、ユズ農家の高齢化等を踏まえ、産

地の維持・確保に向けた共同作業の推進や園内

道の整備、圃場整備や畑かんがい施設などの整

備を実施しております。

②の林業の振興につきましては、多様で豊か

な森林づくりや木材産業の振興、山村・人づく

、 、りの推進等に取り組み 具体的には植栽や間伐

未植栽地の買収などを通じた森林の整備や、公

共施設の木造化・木質化、木質バイオマス加工

施設整備への支援などによる県産材の需要拡大

に努めたところであります。

③の水産業の振興につきましては、資源の適

切な利用管理や経営体づくりへの支援、漁港機

能の強化等に取り組み、チョウザメの新規養殖

業者の確保や「宮崎キャビア事業協同組合」の

設立指導、防波堤の整備等を行ったところであ

ります。

④の新たな産業の創出等につきましては、地

域の特産品を活用した新たな商品開発の支援な

ど、農商工連携や６次産業化の推進に努めると

ともに、14件の中山間地域への企業立地に取り

組んだところであります。

９ページをお願いいたします。⑤の鳥獣被害

対策につきましては、全県的な推進体制の整備

や新たな視点に基づく総合的な対策の推進等に

取り組み 鳥獣被害対策マイスターを昨年度は88、



- 28 -

平成25年９月19日(木)

名育成するとともに、現地研修会の開催や集落

点検の実施などを通じまして、地域における被

害防止対策の推進に努めたところであります。

次に、指標の達成状況であります。

、「 」産業の振興につきましては 集落営農組織数

を初め、ごらんの12の項目の指標を掲げており

ます。それぞれ平成22年度、これの計画を策定

、 、した時点でございますけど 平成22年の現況値

平成23年、24年度の実績値と、右から２番目の

欄に平成26年度の目標値、一番右端に現在の到

達度を記載しております。

このうち、上から６番目の「新規漁業就業者

数」につきましては、漁業資源の減少や燃油高

騰、漁価の低迷等の漁業経営を取り巻く環境の

中で、新規漁業者の確保につきましては厳しい

状況にありますが、漁業就業者確保育成センタ

ーを通じた情報の一本化や就業マッチングなど

の取り組みによりまして、引き続き漁業就業者

の育成確保に努めていくこととしております。

、（ ） 。次に ２ 集落の活性化についてであります

集落の自主的な活力向上や都市からの支援と交

流、地域文化の保存・継承等に取り組んだとこ

ろであります。

まず、①の自主的な活力の向上につきまして

は 「いきいき集落」として新たに10集落を認定、

したほか、市町村における「集落点検」の取り

組みを支援したところであります。

②の都市からの支援と交流につきましては、

「中山間盛り上げ隊」による集落活動支援とし

て、11市町村で延べ78回実施したほか、東京都

内での移住相談会の開催や、空き家活用等に取

り組む市町村を支援したところであります。

10ページをお願いいたします。③の次世代の

育成につきましては、県内６カ所の地区生徒寮

の運営支援や、僻地育英資金の貸与などを通じ

まして、就学支援、地域共助による子育て支援

の仕組みづくり等に取り組んだところでありま

す。

④の地域文化の保存・継承と活用につきまし

ては、民俗芸能保存団体及び文化財愛護少年団

等への支援など、地域文化の保存・継承に係る

意識の醸成や活用促進の取り組みを支援したと

ころであります。

次に、指標の達成状況でありますが、集落の

活性化における指標につきましては 「集落点検、

実施市町村数」を初め、８項目の指標を掲げて

おります。これにつきましては、特に１番目の

集落点検実施市町村数につきまして、さらに制

度の意義等のＰＲに努め、市町村や集落と連携

しながら積極的に取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

最後に（３）日常生活の維持・充実について

でありますが、医療の確保や生活交通の確保、

安全・安心な暮らしの確保等に取り組んだとこ

ろであります。

まず、①の医療の確保等につきましては、医

師や救急医療の確保、高齢者の保健増進等に取

り組み、僻地出張診療の実施やドクターヘリの

運航支援による救急医療体制の充実・強化等に

努めたところであります。

②の生活必需品等の円滑な調達につきまして

、 、 、は 宮崎県商工会連合会におきまして 諸塚村

川南町で実施されました買い物弱者対策に係る

実証実験等についての取り組みを支援したとこ

ろであります。

③の生活交通の確保につきましては、路線バ

ス維持や 11市町村で運行されておりますコミュ、

ニティーバス等の実証実験への支援、生活道路

としての都市部と中山間地域を結ぶ国県道の未

改良区間の整備等に取り組んだところでありま
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す。

11ページをお願いいたします。④の水道の整

備及び水環境の保全につきましては、市町村の

行う水道施設事業や浄化槽整備事業、公共下水

道整備事業等に対する支援を行ったところであ

ります。

⑤の情報通信網の整備につきましては、携帯

電話サービス未提供地域の解消等に取り組み、

携帯電話の利用が不可能な35世帯の解消を図っ

たところであります。

⑥の安全で安心な暮らしの確保につきまして

は、自然災害対策や地域防災体制の整備等に取

り組み、土砂災害防止対策の推進や土砂災害警

戒情報の提供、新たな自主防災組織の結成や人

材育成の取り組みへの支援を行ったところであ

ります。

次に、指標の達成状況でございますが 「中山、

間地域の常勤医師数」など、ここに掲げられて

おります指標は、特に地域住民の皆様方の生活

の安定、安心に直結する重要な課題でございま

すので、今後とも関係部局と連携しながら、さ

らなる推進に努めてまいりたいというふうに考

えております。

以上、平成24年度に実施いたしました主な施

策の概要を報告いたしましたが、次に、３の今

年度の取り組みでありますが、今年度につきま

しても、引き続き知事をトップとする中山間地

域対策推進本部におきまして、平成24年度の取

り組み結果等を踏まえまして、計画に掲げまし

た施策の推進や目標の達成に、全庁挙げて着実

に取り組んでまいりたいと考えております。

また （２）にありますように、施策の推進に、

当たりましては、昨年度、県内７地域に設置い

たしました「中山間地域振興協議会」を通じま

して、地域の意見や実情を直接お伺いしながら

。取り組んでいきたいというふうに考えています

また （３）にありますように 「中山間地域、 、

をみんなで支える県民運動」のさらなる県民の

皆様への浸透を図りまして、中山間地域の果た

す役割の理解促進や、中山間盛り上げ隊など、

地域と都市部との交流連携の促進、地域資源を

、生かした商品開発や地域特産品の消費拡大など

地域経済の活性化につながるような取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

なお、この県民運動につきましては、資料に

記載はございませんけれども、来月、10月を中

山間地域応援月間といたしまして、テレビＣＭ

やポスターなどによる運動の周知とともに、お

手元に一枚紙で色紙のチラシをお配りしており

ますが、来月の23日には、綾町におきまして、

中山間シンポジウムを開催することとしており

ます。都合がつかれましたら、ぜひ御出席のほ

うをお願いできたらというふうに思います。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

それでは、執行部の説明が終了○内村委員長

いたしました。

まず、損害賠償額を定めたことについての質

疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、 、○内村委員長 では ないようですので 次に

県が出資している法人等の経営状況について、

質疑はありませんか。

そしたら、県が出資している法人○鳥飼委員

等の経営状況について一つだけお尋ねします。

。県立芸術劇場についてお尋ねしたいと思います

ことしが20周年の事業をやられるということ

で、オープン、開館以来20年、非常に長い月日

を歩んでこられたんだなと思って、国際音楽祭

とかもやっていただいて、大変歴史が出てきた
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なというふうに思っております。

実は、先日、松本記念何とかというのが、小

澤征爾さんが指揮をして そして ガーシュウィ、 、

ンのラプソディ・イン・ブルーですか、ジャズ

の人たちと共演をするところがあったんですけ

ども、松本でやられているのについても、やは

り非常に日本国内とか、世界からも注目をされ

ているというようなことがありますし、あそこ

は小澤征爾さんが力を入れてるというのもある

だろうと思うんですけども、宮崎の場合は国際

音楽祭ということで、それでバイオリンの徳永

二男さんが主催をするんですが、亡くなられた

アイザック・スターン氏たちがいろいろと応援

していっていただいております。

ちょっと長々と前置きを申し上げましたけど

も、これは、ここの159ページに、これの「法人

等経営評価報告書」というのがございます。下

のほうに実施事業とか、活動指標とか、こうい

うことが上げられまして、そこで友の会会員数

が64％、私も友の会の会員の一人なんですが、

もうちょっと応援をしたいなというところがあ

ります。主催公演の入場者率というのが、入場

者数をキャパシティーで割って100を掛けたも

の、これは、54.9というのは５割５分というよ

うなことですよね。主催事業というのは、国際

音楽祭とかいうのは、やはり主催事業なんです

よね。

主催事業でござ○菓子野文化文教・国際課長

いますけど、15ページの県立芸術劇場の事業報

告書をごらんいただきたいと思いますけども、

主催事業は、この①、②、③、そして④が主催

事業というふうにしておりまして、それ以外は

いわゆる貸し館でございます。

この国際音楽際の14,000人ってい○鳥飼委員

、 。うのは ストリート音楽祭も含まれていますか

。○菓子野文化文教・国際課長 入っております

あれが、4,000人ぐらいあると思う○鳥飼委員

んですけれども、一流のプレーヤーが来て、国

際音楽際に、私もわからないなりにクラシック

を聞きに行ったりしてるんですが、空席がかな

りあるんです。平均どれぐらいの入場者数かお

答えください。

済いません、○菓子野文化文教・国際課長

ちょっと資料がございませんので、ちょっと調

べさせてください。

。 、 。○鳥飼委員 わかりました じゃあ 結構です

それで、私、記紀1300年事業と絡めて、やは

り宮崎に来てもらうということが非常に大事だ

。 、と思ってるんです パックじゃないですけども

この音楽祭を聞きに来て、そして記紀1300年の

いろんな名勝をめぐっていただくとか、そうい

うふうな取り組みもしていただけませんでしょ

うかというようなことを、過去１年か２年、提

、 、起をしてきてるもんですから その辺の関連で

まず、どういう取り組みをされてきたのかとい

うことをお聞きをしたかったわけです。

今回の開館20周○菓子野文化文教・国際課長

年記念事業に絡めまして、記紀1300年事業、そ

れとも兼ねまして、今回、雅楽公演を９月15日

に開催しております。これは、約700人の入場者

がございました。

それで、そういう取り組み、ぜひ○鳥飼委員

１カ所、一つ御報告だけですけども、この提起

に対して、やっぱりもったいないですよね。一

流のあれで、前はちょっと金のかけ過ぎじゃな

いかとか、大分の、何ですか、あそこの、名前

出てないんですけども、金をかけないでやろう

という意見やらも出たりしてたもんですから、

やはり一定程度のそこを活用、活用というのは

おかしいんですけども、やっぱ来てもらって、
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聞いていただいて、そして、それをこの国際音

楽祭事業というものを取り組んでいただきたい

というふうに思ってるんです。だから、ほかに

は何かありますか。

記紀1300年記念○菓子野文化文教・国際課長

事業につきましては、平成32年までの事業でご

ざいまして その中で いわゆる事業計画といっ、 、

たものができてきているわけですけれども、そ

の趣旨に沿いまして、やはり私たちのほうも、

県外から1300年を記念して観光客等の皆様がお

いでになるような、そういったプロジェクトも

やはり検討していくべきだろうというふうに考

えております。その一環として、この雅楽公演

等も企画しているというものでございます。

せっかくの国際音楽祭ですから、○鳥飼委員

これがメーンイベントというやつですよね どっ。

ちかというと、メーンイベントとなると思いま

すので、やはりそこをもうちょっと活用してい

ただきたいということで、要望にかえときます

けども、工夫をお願いしたいと思います。

ほか、ありませんか。○内村委員長

今の鳥飼委員に関連して、芸術劇○図師委員

場についてなんですが、平成24年度と25年度の

県職員の人的支援が７名から３名という形で大

きく減っておるんですが、その理由と、また、

その業務内容とか業務量について、何か支障な

りは出てないのか、お聞きしたいと思います。

この人的支援で○菓子野文化文教・国際課長

ございますけど、人的支援につきましては、24

年度７名から25年度３名ということで、４名減

らしているわけです。これは、いわゆる公社等

改革指針に基づきまして、県の関与を可能な限

り減らしていくといった方向性のもとで、こう

いった処置をとっております。その間、プロパ

ーの職員がございますけども、24年度に比較し

まして３名増員しておりまして、それで24名と

してるところです 全体の職員数は 24年度 25。 、 、

名で、25年度は24名ということになっておりま

す。県職員に代替してプロパーの職員を増強し

ているという状況でございまして、体制として

は、いわゆる資質の問題とか、そういったこと

もありますけど、問題としてはありますが、体

制としては整備しているということでございま

す。

、 、○図師委員 今 もう言われたとおりですけど

これ、資質の面っていうことで、プロパー職員

の人件費は、じゃあ県の負担っていうことでよ

ろしいんでしょうか。

指定管理費の中○菓子野文化文教・国際課長

に算入しているということでございます。

総体費用としてはそう変わっては○図師委員

いないっていうところか。もちろんトータルで

考えると、このほうがまだ効率的だろうなとは

思いますので、その理解はできました。

もう一つ続けまして、活動指標のところで、

芸術劇場の稼働率が、目標数値は達成されてお

るんですが、説明の中では、イベントホールや

演劇ホール、それぞれのホールの合計の稼働率

だという説明があったんですけども、それぞれ

メーンホール３つの、それぞれの稼働率ってい

うのは出ておるもんでしょうか。

出ております。○菓子野文化文教・国際課長

コンサートホール、24年でございますけれど

も、76.3％、演劇ホール、68.5％、イベントホ

ール、83.8％でございます。あと練習室がある

んですけれども、こちらの稼働率が91.6％とい

うことになっております。

もう一つ最後に、鳥飼委員も言わ○図師委員

れたんですが、やはり稼働率は、非常に高く推

移されてるなというふうに今受け取れるんです
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が やっぱ入場者率が低いということと 次の160、 、

ページにあります、それと連動するんでしょう

が、入場料の収入比率っていうの、これも県主

催事業だけではないとは思われますが、やはり

これがもう少し伸びてくるような仕掛けってい

うのが必要だと思われますので、何か今後の改

善内容っていうか、努力内容、目標みたいなも

のがあれば、教えてください。

県立芸術劇場の○菓子野文化文教・国際課長

機能から申し上げますと、やはりよりよいもの

をより安くといったことで努力をしているとこ

ろでございます。

、そういった入場者率の問題なんですけれども

、 、実を言いますと いわゆる邦楽演奏会ですとか

音楽系の公演をやるわけですけども、コンサー

トホールが1,818席ございます。そういった大き

な箱の中で、ちょっと集客力が弱いといったも

、のも実施しているといったことがございまして

。こういった入場者率が下がる場合がございます

そういった面で、この入場者率については、私

、 、たちも不満ではあるんですけども かといって

例えばＮＨＫ交響楽団ですとか、このふうにな

りますと、1,818席のうち1,700席が埋まるとい

うことで、こういった人気の高い、もしくは商

業ベースのものをばっかり集めると、ちょっと

入場者率は高くなるんですけれども、やはり広

く文化の水準を上げるという目的からして、も

う少し、もうちょっと観客数が少なくてもいい

ものを持ってきたいというところもございます

ので、その辺のちょっと調整ぐあいが難しいん

ですけれども、そういったことで、こういった

数字になってるという状況でございます。

よく理解できました。ありがとう○図師委員

ございました。

157ページの私学振興会のちょっと○丸山委員

経緯を教えていただきたい。平成24年度から退

職金の積立金のこれを出しているんですが、そ

の経緯、なぜ出すようになったのかっていうの

がちょっとわからなくて、その意味がどういう

意味を、県としてなぜ出さなくちゃいけなかっ

たという整理の仕方をちょっと説明をいただき

たいと思います。

私学振興会に対○菓子野文化文教・国際課長

、する退職金の補助金の件でございますけれども

これにつきましては、実を言いますと、交付税

措置がございまして、基準財政需要額が算定さ

れております。それに基づいて、こうした私立

学校の教職員、幼稚園の教職員の退職金に対す

。る支援措置があるということになっております

今の○舟田総合政策部次長（県民生活担当）

課長が申し上げたことに加えまして、そもそも

教育基本法に基づいて、地方公共団体において

は、こういう学校教育に関する助成、また、そ

の他適切な方法によって、私立学校への助成、

学校教育の振興に努めなければならないという

ものがございます。そういった観点から、子供

たちへのよりよい学校教育を与えるといいます

か、受けていただくために、間接的な意味での

教職員の資質向上といった観点から、この退職

手当への補助ということがあります。

交付税措置ということでいいます○丸山委員

と、平成23年度まではなかったっていうのは、

どういう理由、そこをちょっと教えていただく

と、ちょっと勉強不足で申しわけないんですけ

ども、平成23年度まではなかったわけですの

で 24年 改めてできたっていうふうに ちょっ、 、 、

とその辺を詳しく教えていただくと。

これは、こちら○菓子野文化文教・国際課長

の私学振興会に対する補助ということでなって

るんですけど、実を言いますと、私学振興会に
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平成24年11月に退職金基金社団といったものが

合併をしておるわけです それまでは そういっ。 、

た社団のほうに出していたわけなんですけど、

それが合併しましたことから、ここに24年度か

ら出してるということです。

よろしいでしょうか。○内村委員長

申しわけござい○菓子野文化文教・国際課長

ません、先ほど鳥飼委員から御質問がございま

した国際音楽祭における入場者率でございます

、 。けれども 約63％というふうになっております

以上でございます。

よろしいですか。○内村委員長

それでは、宮崎県中山間地域振興計画に基づ

く施策についての質疑はありませんか。

まずは、整理の仕方とかも基本設○坂口委員

定の仕方なんですけど、例えば林業就業者のと

、 。ころは 就業者の人数を目標設定してますよね

その下の新規漁業就業者数っていうのは、新規

に入る人だけを何人っていうふうに目標として

ますけど、これも一つの整理の仕方ではあると

思うんですけど、そもそもこういう目標をつく

るっていうことは、そういった産業なり集落な

り、あるいは関連するものをやっぱりしっかり

と、何ですか、充実させていこうとか、安定さ

せていこうとか、発展させていこうという目標

があってからのそういう設定だと思うんです。

じゃあ、新規漁業就業者数のとき、漁業就業

者はどうなってるのかってなったとき、どうい

う目的を持ってこの数を定めて、達成率が何％

になったかって説明がこれから見えないと思う

んです。このやり方を、こういったぐあいにさ

れてること、なぜ全部統一されてないのかって

いうのはどうなってるんですか。

確かに委員御指○川原中山間・地域政策課長

摘のとおり、それぞれのこの統一性という部分

では、確かにおっしゃっている部分はございま

す。

ただ、これにつきましては、それぞれ各部、

、 、例えば農政水産部あるいは土木なり 商工なり

各部におきまして、それぞれの部門別の振興計

画をつくる中で、この中でもそれぞれ指標を当

然持ってるわけでございますけども、それとあ

わせた形で、実際、この指標、中山間における

計画に指標として掲げたという経緯もございま

して、確かに全体で見ますと、今委員おっしゃ

るような形で、確かに統一性という部分では

ちょっとないかなというのは、私もちょっとそ

こは感じるところでございます。

そういうのもありますけど、一つ○坂口委員

にはやっぱり基礎とすべき数字っていうのは、

やっぱり総合政策部が一元して管理されて、そ

れを政策目標とか、達成しようとする目標に、

まず漁業就業者を3,000人は確保するんだと、そ

のために、現実的にはただ300足りないから300

を５年でやろうったって無理だよって、30ずつ

で10年かかるよっていう、そこに達成、新規就

業っていうのを入れるのはいいと思うんです。

でも、目的には、やっぱり宮崎県の漁業を産業

として今後とも維持していくためには、最低限

何千人の経営者なり就業者が必要なんだという

ことで、これを、じゃあそれで、その一部分の

新規が何人入りましたってなったら、リタイア

が何人いましたっていうのを出さないと、何を

県は仕事やってるのかっていうのが、一体どう

なってるんだっていうのが見えないと思うんで

す。

次のページも一緒なんです。出生率で出して

るけど 出生率が0.0幾ら上がったからって じゃ、 、

あ そこに生まれてきた赤ちゃんがどんなんなっ、

てるのって、将来、人口はどうなっていくの。
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それは、この集落を維持していくためには、あ

るいは集落をいつかは自立させるためには、最

低限ここには 年齢も含めてですけど こういっ、 、

た人口構造で、何人ぐらいの人がいないと集落

機能がもう維持できないんだと、そこに目標設

。 、定するんだと やっぱその目標に使うためには

地道だけれども、出生率と出生児、これが毎年

幾ら要るんだっていうことをやっぱ目標として

掲げて、これは、達成可能ではだめだと思うん

。 、です 集落を残すために何人要るってなったら

、 、それをどうやって確保して その人間をそこで

最終的に目標値を確保するっていうか、達成す

るかっていう。

そこで、県外からの移入者っていうのがあり

ますよね。毎年、何人かがふえてきてから、こ

れはめでたいことだって思うけど、そこでとう

とう限界を感じて出ていく人がいると思うんで

す この人はその間をやっぱりもう棒に振ったっ。

ていうか、それからまた出直すって大変な作業

なんです。だから、そこで一人でも出ていく人

がいたら、その人はなぜ出ていったんだと。県

、がやっぱやってる県外からの誘致っていうのは

本当に正しいことをやってるのかっていうこと

がこれじゃ見えないんです。だから、その整理

の仕方、目標数値の設置の仕方、その性格によ

ると思うんです。

それから、ちょっとくどくなりますけど、国

補でこうやるんだっていう、金さえあればでき

ることっていうのもありますよね。幾ら金をか

けたってできないことっていうのもある。

だから、そこらの目標の設定のあり方。なぜ

その目標を設定したかったっていう、重きで言

うとちょっとおかしいんですけど、これはもう

絶対達成しなきゃ、何があっても総力でやんな

きゃだめなんだっていうのと、これは自然に任

せていいんだけれども 理想としてはここに持っ、

、 。ていこうっていうの こういう整理をしないと

これ、質疑って言われても、なかなかこれから

見づらいんです。そこらがわかってれば、どう

いう目的で、どうやって、今どういう状況なん

、だっていうのを説明していただければいいけど

ここで、恐らくわからないと思うんです。だか

ら、わかってれば説明いただいて、わからなけ

れば今後の整理の仕方に対しての考え方を。

大変申しわけあ○川原中山間・地域政策課長

りません。今、委員がおっしゃられた、本来、

どう数値としてあるべきかっていう部分につい

ては、確かにこの範囲でしかちょっと押さえて

おりませんで、本日お答えできないわけですけ

ども、確かに言われるように、目標そのものの

設定のあり方等、そこら辺につきましては、貴

重な御指摘いただきましたので、ちょっとそこ

ら辺についても、各部とまたいろいろ話し合っ

てまいりたいというふうに考えております。

私も、今、それを感じていたとこ○十屋委員

なんですが 10ページの日常生活の維持・充実っ、

ていうとこで、いただいた資料の政策評価の中

で、中山間地域はＣなんです。17ページ、下か

ら２つの９の持続可能な地域づくりの中で、中

山間地域の活性化っていうところで、評価はＣ

というのと、ここに出てる指標が90％がほぼ。

あと72と78があって、達成目標はわかるんです

けど、今、坂口委員が言われたように、この数

字だけを見るとよく見えるし、こっちでは評価

はＣってなってるという、政策評価の中で、こ

この整合性がなかなかとれないのかなと。

だから、今言われたように、やはり何を目的

とするかっていうところで指標をとっていって

、 、いただいて 最終的にそれが政策評価ですから

中山間地の生活の維持・充実がきちっとできれ
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ば100、Ａになるでしょうし、そのあたりが整合

性とれてないんじゃないかなというふうに

ちょっと思ったもんですから、そのあたりをど

ういうふうに見たらよろしいんですか。

この指標につき○川原中山間・地域政策課長

ましては、重点施策ごと、例えば中山間地域の

活性化等ございますけども、それぞれの重点施

策ごとに指標化ができるっていう部分というよ

うな、個別の施策目標というものを勘案しなが

ら、具体の政策目標という形で掲げたわけでご

、 、ざいますけども やはりおっしゃられるように

中山間地域対策一つとりましても、非常に幅広

い振興対策がございますので、この一部の指標

の達成状況をもって全ての達成がどうかという

部分については、非常に私どもも、その点につ

いては、はかるということが難しいなというふ

うには思っておりますけども、これらの数字に

あらわれる具体的な指標を目指す、達成を目指

す中で、全体的な振興にもつながっていければ

。なというふうに考えているところでございます

御理解をよろしくお願いいたします。

まさに今課長が言われたように、○十屋委員

大きな目標に向かって、一つ一つ進めていく中

での数字なんだろうかもしれませんけど、やは

、 、り施策評価をする場合には この数字をもとに

それぞれの細かなところを評価するのか、全体

的な評価になるのかは 見る時点によって上がっ、

たり下がったりする可能性がありますので、そ

のあたりで、大きな目標に向かっての評価って

いう視点でもってやっていただければありがた

いなというふうに思います。ほか、一生懸命取

り組まれてることは十分理解します。でも今、

坂口委員も言われたように、目標と目的のあり

方っていうのを十分検討いただいて、また評価

していただければというふうに思います。

十屋委員のほうからの政○金子総合政策課長

策評価とも絡めた御質問でございましたが、私

どものほうの評価としてはＣをつけてるとこで

ございます。この日常生活のあれも、医療だけ

ではもちろんありませんで、交通の利便性であ

りますとか、福祉、介護の状況とか、さまざま

なやはり生活を維持していく上での基礎的な部

分を総合的に評価っていう部分でありますが、

この中で、特に中山間地域における常勤医師の

、 、確保という ここが取り組み指標ということで

政策評価では設定してございまして、これのや

はり達成率がよろしくないということもありま

して ここが全体的にやはりＣという評価になっ、

たやつでございますが、決してそのことだけを

捉まえていることではなく、やはり全体を見な

、 、がら さりとて一番代表的な指標ということで

この医師確保というところで 結果的にＣとなっ、

たところでございますが、おっしゃられますよ

うに、点で見つつ、やはりしっかり全体で見る

というんでしょうか、木を見て森をしっかり見

、 、ながら やはり施策のあるべき姿っていうのは

こういうのを手がかりに維持・充実させていく

必要があるというふうに思っております。

もう答弁要らないんですが、この○鳥飼委員

中山間地の川原課長のやっておられるこの報告

書です。中山間・地域振興課だけでは難しいっ

て思ってるんですね。かわいそうって言ったら

、 。 、怒られますけども 限界があるんです だから

せめてこれについてやってくださいよというの

は、重点的なものを示して、各課がやるわけで

すから、そうしないと、中山間地域、結局、取

りまとめたものを報告するだけに結果として

なってるんじゃないか。

だから、この中山間地振興というのが、県政

の中でどういう位置づけになってるかっていう



- 36 -

平成25年９月19日(木)

ことを反映してることだろうというふうに思う

んです。だから、それは総合政策部の中でもう

ちょっと練って、目標に近づけていくために、

やっぱこの実施をどうやっていくのかと、そう

いうことをもうちょっと練ってください。でな

いと、中山間・地域政策課だけではなかなか困

難です。それはもう部長やら、次長やら、優秀

な人がたくさんおるから、金子課長のとこも一

緒になってやっていただきたい。これ、要望し

ておきます。

委員御指摘のと○川原中山間・地域政策課長

おり、中山間地域対策は、総合対策でございま

、 、 、すので そういった意味で 各部連携しながら

一緒になって取り組んでいく必要があるわけで

ございますけども、そういったことのために、

知事をトップとします関係部長で構成します対

策本部、あるいは各課長で構成します幹事会、

この中で、それぞれ施策の情報の共有化であり

ますとか、指標の達成状況などもそれぞれ協議

しながら、進捗がおくれてる部分についてはど

こら辺に課題があるのかとか、そういった部分

につきまして、関係部局一緒になって考えなが

ら取り組んでいっているところでございますの

で、引き続きそのような形で、各部一緒になっ

て取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。

よろしくお願いいたします。○内村委員長

それでは、次に、その他の報告事項に関する

説明を求めます。

それでは 委員会資料の13○金子総合政策課長 、

ページでございます。平成25年度政策評価の結

果についてでありますが、別途資料２といたし

まして、評価委員会による評価報告本冊を配ら

せていただいております。

これにつきましては、アクションプランに掲

げます新しい「ゆたかさ」創造プラン、10ござ

。 、います これの２年目の進捗状況ということで

今回、評価を実施したところでございます。

１にありますとおり 10のプログラムのうち31、

の重点項目、それから77の取り組み事項、237の

実施内容という形で （１）におきますまず我々、

内部の評価、これについて77を対象に行いまし

た。

それから、外部評価ということで、有識者に

よって構成されます評価委員会において、現場

目線、県民目線という形で評価をいただいたと

ころでございまして、２番にまとめてございま

す。

、 、内部評価の欄で見ていただきますと Ａが19

Ｂが54、Ｃっていいますのはややおくれている

という部分でございますが、これは４項目ござ

いました。Ｄはございませんでした。

そして、右端、外部評価でございますが、特

に８番の観光交流・海外展開につきまして、Ｃ

という評価を受けたところでございます。それ

につきましては、14ページをごらんいただくと

よろしいんですが、２番の外部評価のところの

後段でございます これにつきまして 実際は24。 、

年の実績値で評価をしたかったわけであります

が、統計上ちょっとそれがないということもあ

りまして、23年の実績値を使わざるを得なかっ

たと。その年は、火山噴火とか震災影響等って

いう形で、かなり厳しい背景がございました関

係で、指標的に厳しいものがございまして、結

果的に頑張っているという努力は認めていただ

いてはおるんですが、結果としてやはり厳しい

ということで、おくれているという評価になっ

たところでございます。

それから、３番にありますが、今回といいま

しょうか Ａ Ｂ Ｃ Ｄに 余りランク分けっ、 、 、 、 、
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ていうよりも、それぞれのプログラムごとに、

委員の先生からの意見・提言というような形を

いただくという形で、実際の評価作業におきま

しても、私どもの課が全部やるんではなく、関

係する課も全員そろいまして、そして委員の皆

様との質疑に応じ、あるいは意見交換をすると

いうようなスタイルをとっておるところでござ

います。

それで、主なものをちょっと拾っていきます

と、例えばプログラム１につきましては、３点

目でありますが、６次産業化です。これ、もう

取り組みの主体ということで、大きなビジネス

網でやってるところもあれば、スモールビジネ

スもあると、さまざまな規模の差に応じた形の

支援をよろしくお願いする、きめ細かい支援を

してはどうかという御意見でございました。

それから、プログラム３につきましては、２

点目でございます。どちらかといいますと、こ

れまで欧米中心の国際理解教育なんですけど、

やはり身近なアジア、ここら辺の関心を高める

取り組みを進めるべきであるということでござ

いました。

４につきましては、やはり高齢者の経験・知

見の活用、それから、女性医師が、やはりキャ

リアを十分に発揮できるような環境づくりに努

めてはどうかということもございました。

５につきましては、やはりエネルギーの地産

地消というのはよくわかると、重要なことだっ

ていうことですが、特に小水力発電あたりにつ

いては、いろいろ規制もあるというように聞い

てるけど、頑張ってほしいというようなことも

いただきました。

、 、それから 次のプログラム６につきましては

３点目であります。やはりＴＰＰ等の動きが出

ておりまして、これを見据えてしっかり計画、

当初をつくったときよりも、やはりさまざまな

修正要因というんでしょうか、難しい要素が出

てきてるかと思うので、それをしっかり見定め

。てやってほしいというふうなことでありました

、 、 、それから ７につきましては ３点目ですが

やはり東九州自動車道、ここの開通効果をどう

地元経済に波及させていくか、こういった議論

をもう少し大きく県全体でやるべきだというふ

うな御指摘もいただいたところでございます。

それから、Ｃ評価を受けました観光交流につ

きましては、やはりまだまだ本県の魅力の発掘

とかイメージ戦略って部分で弱いんじゃないか

という形の御指摘をいただきました。

、 、あと 最後のプログラム10でありますけども

自殺対策でありますけども、これもやはり市町

村、民間レベルのやはり地域密着型。そして、

高齢者の交通事故関係でありまして、これもや

はり数字が厳しいので、強化をしてほしいとい

うふうな形の御意見でございました。

あと、16、17にかけましては、それぞれの一

覧をつけてるところでございます。

この政策評価につきましては、さまざまな議

論があるところでありますけども、やはりこれ

が目的化してはいけないと思っています。やは

りこれは、あくまでも手段でありまして、県の

打つ政策をしっかりこれで評価を受けまして、

、 、そして 今後の展開にちゃんと生かしていくと

施策なり事業、そして予算とか、こういった形

にきちんとそういうサイクルを構築していくこ

とが大事だと思いますので、これを真摯に受け

とめまして、また残り、アクションプランも２

年間になりましたけども、そこの後半戦の展開

にフルに生かしてまいりたいというふうに思っ

ております。

以上でございます。
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フードビジネ○井手フードビジネス推進課長

ス推進課から、フードビジネスの推進状況につ

いて御報告を差し上げたいと思います。

ただ、ちょっとその前に、予算議案のところ

での答弁について、少しだけ補足をさせていた

だきたいと思います。

渡辺副委員長からの御質問で、企業内部の人

材の支援ということが可能かということで、既

存の事業の中で今雇ってる方については無理で

すと申し上げました。企業さんが、全く新しい

分野、新分野に挑戦をされる、もちろん別会社

を興す場合はそうでしょうし、内部においても

そういう新分野進出のための組織を新たにつ

くって、そこに人材を登用する場合、何とかこ

の事業のほうで支援できないかというような御

相談を今受けてます。これにつきまして、可能

、 、 、か不可能か 今 厚生労働省と少し議論をして

調整をさせていただいているところでございま

す。多少、今後のその協議の中では、何とか認

められる場合もあるのではないかと思いますの

で、その場合、また公募の段階でお知らせをし

たいと思っております。済いません、補足をさ

せていただきました。

報告に戻りまして、委員会資料の18ページ、

ごらんいただきたいと思います。今までの主な

取り組み・成果等、今後の主な取り組みについ

て、御報告でございます。

今までの取り組み・成果につきましては 「フ、

ードビジネスの創出・拡大 、そして 「システ」 、

ムづくり 「機運の醸成・体制づくり」の３つ」、

に分けて記載しております。

特に創出・拡大におきましては、東アジアへ

、 、の輸出拠点としての香港事務所の開設 そして

先日の香港・シンガポールにおいての知事を

トップとしたセールスプロモーション、これを

開催したところであります また 先ほどちょっ。 、

と御質問にもありました新たなブランド戦略構

築に向けたマーケティングアドバイザー、新宿

みやざき館ＫＯＮＮＥに販路開拓のコーディネ

、 。ーター この辺を設置したところでございます

２番目のシステムづくりといたしましては、

帝国データバンクのほうが持ってらっしゃいま

す食関連企業の取引情報、これを活用した商流

の分析をやったところでございます。また、人

材育成ということで、④に掲げてありますが、

農林水産業経営多角化チャレンジ塾等が、今、

ちょうど行われてるところであります。

機運の醸成・体制づくりでございますが 「フ、

ードビジネスのかわらばん 、これ、改めてこの」

委員会でお配りさせてもらいます。第２号をこ

の９月に発行しました。もちろん体制としまし

ては、フードビジネスの推進会議、そして庁内

の推進本部、また実務者レベルで集まってる実

務者会議等を構成したとこでありまして、各地

域におきましても、各農林振興局、また西臼杵

支庁の管内におきまして、それぞれネットワー

ク会議を設置をいたしまして、テーマが決まっ

たところについては、ここに記載してあるとお

り、例えば中部地区であればファーマーズマー

ケットを起点とした地域農業振興方策の確立等

というようなテーマで、それぞれ関係機関が集

まって議論をしてるところでございます。

今後の主な取り組みでございますが、19ペー

ジでございます。もちろん既存の事業を活用し

た販路の拡大、マッチングのほか、今般、補正

予算を提出させていただいてます「フードビジ

ネス雇用創出プロジェクト」を活用した外部専

門人材の確保、地域ビジネスの支援と人材育成

を行っていく予定でございます ３つのプロジェ。

クト、10のテーマを定めておりますので、今後
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の方向性、具体的な取り組みも、このテーマに

沿って定めた上で、取り組んでいくことにして

おります。それぞれ 「拡大 「挑戦 「イノ、 」、 」、

ベーション」の３つのプロジェクトごとに、こ

こに記載をしています。

「拡大」でありますと、①の宮崎の食肉とい

うことで、知名度・販売力の向上のための販売

戦略の構築等、畜産新生プランにのっとった形

で進めているところであります。また、②のと

ころで書いてますけれども、宮崎牛の新しい食

べ方の提案等を観光サイドと調整をしながら、

県内の観光産業さんとの共同によるイベント等

の実施を、今、検討しているとこであります。

また、２の「挑戦」プロジェクトであります

と、部局横断的な企業等の農業参入の推進チー

ム等の検討に入っております。また、商談会と

しまして、アグロイノベーションでありますと

か、その他の商談会等の出店等の準備を整えて

いるところであります。特に⑦のところであり

ますが、ヤフー香港、ＡＮＡ、ヤマト運輸と連

携した宮崎牛の海外輸出の展開等を12月ぐらい

からやろうということで、準備を進めておりま

す。

最後の「イノベーション」であります。これ

につきましては、研究・分析機能の強化に向け

た体制の検討ということで、調査を今実施、始

めているところであります。また、キャビアの

販売開始が11月からということになっておりま

す この辺のＰＲもよろしくお願いしたいと思っ。

ております。

以上、飛び飛び説明をさせていただきました

けれども、この半年間で基盤を大分つくってこ

れたなと思っております。この基盤、今までつ

くってきた基盤の上で、それぞれの企業、関係

団体と緊密に連携しながら、実際のフードビジ

ネスの拡大に向けた取り組みをやって、着実な

成果に結びつけたいと思っております。

報告は以上でございます。

ありがとうございました。○内村委員長

執行部の説明が終了しました。その他報告事

項について質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですか。○内村委員長

では、次に、その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総合政○内村委員長

策部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時55分休憩

午後１時57分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

あす、総務部の審査を行うこととし、午前10

時の開会といたします。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、何もないようですので、○内村委員長

以上をもちまして本日の委員会を終わります。

どうもお疲れさまでした。

午後１時57分散会
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午前９時58分再開

出席委員（８人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 四 本 孝

危機管理統括監 橋 本 憲次郎

総 務 部 次 長
成 合 修

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
日 隈 俊 郎

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
大 坪 篤 史

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 川 畠 達 朗

部参事兼人事課長 武 田 宗 仁

行 政 経 営 課 長 平 原 利 明

財 政 課 長 福 田 直

税 務 課 長 鶴 田 安 彦

部参事兼市町村課長 甲 斐 正 文

酒 井 正 英総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 厚 山 善 光

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

おはようございます。委員会を○内村委員長

再開いたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

それでは、本日御審議をいた○四本総務部長

だきます議案等につきまして、お手元に配付を

しております「総務政策常任委員会資料」によ

り御説明いたします。

「資料」の１ページをお開きください。

「平成25年度９月補正予算案の概要（議案第

１号 」についてであります。）

今議会に提出をしております予算案は、公共

事業費等の国庫補助決定に伴うもの、その他必

。要とする経費について措置するものであります

補正額は、一般会計で67億3,104万7,000円の増

額であります。

この結果、一般会計の予算の規模は、９月補

正後で5,784億706万円となります。この補正に

よる一般会計の歳入財源のうち、主なものとい

たしましては、分担金及び負担金１億1,680

万3,000円、国庫支出金27億5,361万8,000円、繰

、 、入金５億1,362万円 繰越金23億7,601万7,000円

県債９億6,550万円であります。

２ページをお開きください。

一般会計歳出の款ごとの内訳でありますが、

、 、主なものを申し上げますと 一番上の総務費は

平成24年度一般会計決算に伴う繰越金の一部に

ついて、地方財政法の規定により基金へ積み立

てますとともに、フードビジネスの成長産業化

を加速させるため、国の戦略産業雇用創造プロ

ジェクトを活用し、人材育成等を行うものであ

ります。

平成25年９月20日(金)
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次に、衛生費でございますが、地域医療再生

計画に基づく事業の財源として、国の地域医療

再生臨時特例交付金を地域医療再生基金へ積み

立てますとともに、同基金を活用して、日南市

初期夜間急病センターの診療機能の充実強化等

を図るための建てかえに対する支援等を行うも

のであります。

次に、農林水産業費は、公共事業に伴う増額

、 、のほか 肉用牛生産基盤の整備充実を図るため

家畜市場における自動電子セリシステム等の導

入の支援等を行うものであります。

最後に、土木費は、国の補助等による道路維

。持に係る公共事業の増額を行うものであります

予算議案については、以上であります。

次に、飛びますが、資料の６ページをお願い

いたします。

議案第５号「宮崎県議会議員及び宮崎県知事

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

」 。例の一部を改正する条例 についてであります

これは、公職選挙法の一部改正により、条例

が引用している同法の規定に号ずれが生じまし

たために所要の改正を行うものであります。

特別議案につきましては、以上であります。

次に、報告事項でございます。

資料の７ページをごらんください。

「損害賠償額を定めたことについて」であり

ます。

これは、県有車両による接触事故の損害賠償

額について 地方自治法第180条第２項の規定 専、 （

） 、 。決処分 に基づき 御報告するものであります

最後に 「その他報告事項」についてでござい、

ます。

資料の８ページをお開きください。

本日御報告いたしますのは ここに記載の 第、 「

６回防災拠点施設整備調査検討委員会の概要に

ついて」など３件についてであります。

それぞれの詳細につきましては、危機管理局

長及び担当課長から説明をさせますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。

私からは、以上でございます。

議案第１号の歳入予算につい○福田財政課長

て御説明をいたします。

「常任委員会資料」の３ページをお願いいた

します。

今回お願いしております補正予算の「一般会

計歳入一覧」であります。

、 。それでは 内容について御説明をいたします

太枠の中の「今回補正額」の欄をごらんくだ

さい。

まず 「自主財源」につきましては、上から３、

、番目の分担金及び負担金が１億1,680万3,000円

その３つ下の寄附金が80万円、繰入金が５

億1,362万円、繰越金が23億7,601万7,000円、諸

収入が468万9,000円 「依存財源」につきまして、

は、下から３段目になりますけれども、国庫支

出金が27億5,361万8,000円、県債が９億6,550万

円で、いずれも増額となっております。

この補正による歳入合計は、一番下の欄にあ

りますとおり67億3,104万7,000円となっており

まして、補正後の一般会計の予算規模は、その

右の欄にありますとおり5,784億706万円となり

ます。

４ページをお願いいたします。

ただいま御説明いたしました歳入の科目別概

要であります。

まず 「分担金及び負担金」につきましては、、

土地改良事業などの実施に伴う市町村負担金で

あります。

次に 「寄附金」につきましては、森林緑化に、

活用してほしいとの趣旨により、企業から寄附
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をいただいたものであります。

次に 「繰入金」につきましては、国の経済対、

策等により積み立てた基金を取り崩して、各種

事業を実施するための財源とするものでありま

す。

次に 「繰越金」につきましては、24年度決算、

の歳入歳出差引額から25年度の繰越明許費の財

、 「 」源となる額を除いた額 いわゆる 実質収支額

を25年度へ繰り越すものであります。

次に 「諸収入」につきましては、水産関連の、

試験研究等を行うための受託事業収入でありま

す。

次に 「国庫支出金」につきましては、国の内、

示等による公共事業の追加、地域医療再生基金

への積み立て等を行うためのものであります。

、 、 、「 」次は ５ページになりますが 最後に 県債

につきましては、公共事業の増額に伴い借り入

れを行うものであります。

歳入予算については、以上でございます。

続きまして、財政課関係の補正予算について

御説明をいたします。

資料が変わりますが、別冊になっております

「平成25年度９月補正歳出予算説明資料」の17

ページをお願いします。

財政課の９月補正予算は、一般会計におきま

して22億3,108万2,000円の増額をお願いしてお

ります。

この結果、補正後の予算額は、一般会計で990

億4,864万4,000円となります。

19ページをお願いいたします。

。補正予算の内容について御説明をいたします

（事項）県債管理基金積立金でありますが、

これは平成24年度の一般会計の決算剰余金の一

部、22億3,108万2,000円を地方財政法第７条の

規定に基づき追加積み立てを行うものでありま

す。

私からは、以上でございます。

議案第５号「宮崎県議会議○甲斐市町村課長

員及び宮崎県知事の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例」に

ついて御説明いたします。

「総務政策常任委員会資料」の６ページをお

願いいたします。

下の「参考」の１にありますように、宮崎県

議会議員及び宮崎県知事の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例は、県議会議員及び

知事の選挙における選挙運動用自動車やポスタ

ー等の公費負担に関し、必要な事項を定めた条

例でありますが、公職選挙法を引用した内容と

なっております。

「参考」の２にありますように、近年におけ

るインターネット等の普及に鑑み インターネッ、

ト等を利用する選挙運動を解禁することを主な

目的とした公職選挙法の一部改正が、参議院議

員通常選挙を前に施行されました。

このため、１の「改正理由」にありますよう

に、当該条例において引用している公職選挙法

の規定に号ずれが生じたため、所要の改正を行

うものであります。

「改正の内容」につきましては、資料がかわ

りますが 「平成25年９月定例県議会提出議案」、

の15ページの議案第５号をお願いいたします。

左側の改正前の条例第１条の中の下線部「法

第143条第１項第４号の２の個人演説会告知用ポ

スター」を、右側の下線部「法第143条第１項第

４号の３の個人演説会告知用ポスター」に改め

るものであります。

ちなみに、新たに公職選挙法同条同項第４号

の２には、屋内の演説会場内において、候補者

や政党のインターネットのウエブサイトをスク
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リーンに映写しながら、政策を訴えるといった

ことが解禁されるという内容が加えられており

ます。

最後に、施行期日ですが 「公布の日」から施、

行することとしております。

説明は、以上であります。

執行部の説明が終了しました。○内村委員長

まず、議案について質疑はありませんか。

基金を積み立てると二十数億する○丸山委員

んだけど、結局、管理基金のほうは幾らになっ

たというふうになったんでしょうか。

今回、県債管理基金に積み立○福田財政課長

てをした後の残高といたしましては、県債管理

基金の財源調整部分ということで、202億円余り

となる見込みでございます。

「予算書」の19ページ、ここで県○鳥飼委員

債管理積立金が、補正額が22億3,100万というこ

とで、補正前が5,873万1,000円、補正後が22

。 、億8,900万ってこうなってるんですけど これと

今、福田課長が言われた年度末残高、202億との

関連はどうなるんですか。

この19ページの数字は、県債○福田財政課長

管理基金の全体の金額が計上されております。

私が先ほど申し上げた金額につきましては、こ

の県債管理基金の中の財源調整部分ということ

で申し上げたところでございます。

その差が何なのかということでございますけ

、 、れども 県債発行は大きく２種類ございまして

要は、定時償還、毎年少しずつ返済をしていく

ものと、満期一括償還ということで最後の年に

全額を返済するものがあると。その満期一括償

還の分につきましては、最後の年に返済しない

となりませんので、それまでに毎年一定程度積

み立てていくというものがございます。この分

を別にカウントいたしますと、先ほど申し上げ

た県債管理基金の財源調整部分が、この中の202

億円余りになるという関係でございます。

確かに、小刻みに払っていって、○鳥飼委員

先にぼんと払うというのはあります。

今まで通常で説明を受けてきたのは、そのト

ータルとしての額については説明を受けたよう

な感じはするんですけど。確かに、200億程度で

あって、これと財政調整基金ですか、これが県

の２基金というやつですけども。

補正後の管理積立金、それともう一つのやつ

の事項というのは、調整分のやつはどんな感じ

になるんですか。結局、22億ですから、結局180

、 、 、億ぐらいですか 178億ぐらいは 事項としては

やっぱ別なのが出てきてるということですか。

済みません。私、202億円余り○福田財政課長

と申し上げましたのは、基金残高でございます

ので。ここに予算で計上しておりますのは、あ

くまでその基金に対して積み立てる金額を計上

しておりますので、今回積み立てます22億円余

りを含めた形で、既に残高としてあった部分と

合計いたしますと、202億円余りになるというこ

とでございます。

わかりました。ですから、当初で○鳥飼委員

したら、5,873万1,000円基金に積みますよとい

うことだったんだけど、繰越金がちょっとあっ

たので、これをちょっと貯金しときますという

ことなんですね。わかりました。

それともう一つ、財政調整基金は何ぼになる

んですか。額としては変わらないでしょうけど

も。

財政調整積立金の残高は66億○福田財政課長

円余りとなりますので、この財政関係２基金を

合計いたしますと、269億円余りとなる見込みで

ございます。

わかりました。今回の22億という○鳥飼委員
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のは、財政課長からすれば織り込み済みの金が

織り込みどおり入ってきたという理解ですね。

よろしいですか。○内村委員長

参考までに、ついでに。今度の県○坂口委員

債 これの引き受け先と利率がどれぐらいになっ、

ていますか。それと、交付税措置関係。

まず、利率でございますけれ○福田財政課長

ども、直近の発行における利率といたしまして

は、25年度の５月債、これは10年債なんですけ

れども、これの利率が0.933となっております。

、 、それから 交付税措置の関係でございますが

今回発行いたしますのは、公共事業の関連とい

うことでございまして、事業によって地方負担

分の割合等々も変わってくるんですけれども、

県債充当率につきましては、おおむね９割程度

になっておりまして。そのうちの２割相当分に

ついて、償還金に対して交付税措置があるとい

うことでございます。

わかってる範囲で、大まかにでい○坂口委員

いんですけど。引き受け先は、多分地元銀行に

なってるのかなと思うんですけど、仮に、これ

公的金融機関で引き受けてもらった場合の利率

、 、 、と 現実の0.933との損得っていうか 上下って

どちらが。数字が、低い、高いだけでもいいん

です。

おっしゃるとおり、一般的に○福田財政課長

財政融資資金のほうが利率が低くなっておりま

すけれども、ただ、財政融資資金というのは、

借りられる額の一定の限度がございますので、

民間の資金と合わせて借り入れを行っておると

いうことでございます。

何か、0.933って聞いたら、そっち○坂口委員

。 、のほうが低いような気がするんですけど 実際

。 。そうですか 1.0を超してたような気がするけど

ちょっと努力されてるとこを評価したかったけ

ど、そうですか。たしか、1.0を超してたような

気がしたから、いいです。いきなりだから。

どっちにしても、やっぱりかなり借り入れて

るなというのは。

よろしいですか。○内村委員長

突飛な話で財政課長には申しわけ○鳥飼委員

ないんですけど。

今月、９月が身体障がい者雇用促進月間なん

ですけども、そしたら、県の施策の中では、身

体障がい者雇用率を達成してくださいというこ

とでお願いを、その部局は当然やってるんです

けど、指定金融機関とか、いろんな、県が仕事

を発注をするところとか、いろいろな取引機関

があるだろうと思うんですが。

例えば、指定金融機関との協議の場があるだ

ろうと思うんですが、その場で、そういうふう

な県の施策について、障がい者の雇用などとか

いろんなものについては、達成についての御協

力をよろしくお願いしますねというような話を

する機会というのはあるんですか。

全庁的な対応ということにな○福田財政課長

ると思いますけれども、現段階においては、そ

ういった話はしておらないというところでござ

います。

それで、総務だけではないんです○鳥飼委員

、 、 、けど それぞれ県の行政機関の中で いろんな

今申し上げたように、発注をしたりとかいろん

な仕事やってるんですけど、県の目標とか、女

性の雇用とか、いろんなことを県の政策として

推進をしてる部分がある。じゃあ、それをどう

やって具体的にお願いをするのかというのは、

担当部局だけに任せとけばいいわということで

は達成しないと思ってるんです。

ですから、例えば身体障がい者、今度の質問

の中でも、代表質問をやったときに、ちょっと
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議論をしたんですけども。やはり、そういうも

のを県内の取引先に対して、強制はできないん

ですけども、そういう協力要請を、その場その

場でやっぱりやっていかないと、県の政策とい

うのは浸透していかないんじゃないでしょうか

ねという話を議論をしたんです。

、 、例えば 身体障がい者雇用の問題であったら

福祉保健部だけに任せていては前進をしないと

思ってるんです。だから、そういうものを具体

的に県の政策を推進をしていくためには、いろ

んな場でそれぞれの持ち場の機関の人が要請を

していかなくちゃならない。

それから、障がい者雇用でいえば、確かに宮

崎県の場合は、７位とか８位とか、達成率もい

、 。いですし 達成企業の比率もいいんですけども

ただ、金融機関が２社しかないとか、いろんな

あるわけです。そうすると、名前は出てこない

、 。けど どうも達成しよらんちゃないやろうかと

テレビ、ラジオについても、同じようなこと

をやるけど、それは女性が結婚したら退職しな

くちゃならないというようなテレビ局もこない

だまであったわけで。それは、やっぱり具体的

にこういう場で申し上げて、テレビの場合は、

それが是正をされていくというふうになってき

たんです。だから、それは、ぜひ心がけていて

もらいたいなということで。

今、指定金融機関のお話が坂口委員のほうか

、 、 、ら出たもんですから ぜひ いろんなところで

総務としても、また部長が責任を持って、総務

部長なんですか、総合政策部になるのかわかり

ませんけど、そこはそれぞれのところで。これ

はほかのところの担当の仕事だからと言うん

じゃなくて、そういういろんなところで要請を

していくということをお願いをしておきたいと

思います。

よろしいでしょうか。○内村委員長

次に入ります。次に、報告事項に関する説明

を求めます。

報告事項、損害賠償額を定○甲斐市町村課長

めたことについて御説明いたします。

お手元の「総務政策常任委員会資料」の７ペ

ージをお願いいたします。

下の段に両括弧書きにありますように、記載

内容は「平成25年９月定例県議会提出報告書」

の３ページから該当部分を抜粋したものであり

ます。

平成25年６月11日に、日之影町内において、

西臼杵支庁の職員が県有車両を道路脇に駐車す

るためバックした際に、相手方車両に接触した

ものであります。

事故原因は、職員の後方の安全確認不足によ

るものであり、過失は全て県側にあります。

損害賠償額は、５万4,415円で、車両の修理に

要した経費であり、県の加入する任意保険から

全額が支払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識高揚に努めておりますが、今後とも一

層の徹底が図られるよう、再発防止に向けて指

導してまいりたいと考えております。西臼杵支

庁においても、その取り組みが進められている

ところであります。

説明は、以上であります。

執行部の説明が終了しました。○内村委員長

。この報告事項についての質疑はありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですね。○内村委員長

では、ないようですので、その他報告事項に

関する説明を求めます。

総務課でございます。○川畠総務課長

「総務政策常任委員会資料」の８ページをお
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開きください。

８月28日に開催いたしました第６回防災拠点

施設整備調査検討委員会の概要につきまして御

説明いたします。

まず、１の調査検討委員会の資料の概要でご

ざいますが （１）防災拠点庁舎の規模・機能を、

初め （２）敷地の利用方針（配置検討 （３）、 ）、

駐車場の整備方針 （４）防災拠点庁舎整備の事、

業手法 （５）今後の検討課題（将来の県庁舎の、

あり方 、この５つの項目につきまして検討整理）

を行っております。

内容につきましては、お手元、別冊１ 「第６、

回防災拠点施設整備調査検討委員会資料（概要

版 」がございます。こちらで説明をさせていた）

だきたいと思います。

それでは、お手元の別冊１「概要版」の１ペ

ージをお開きください。

初めに、Ⅰの防災拠点庁舎の規模・機能につ

いてでございます。

防災拠点庁舎につきましては、前回の第５回

検討委員会におきまして、外来者第１駐車場に

、約２万平方メートル規模のものを整備する案が

早期整備や必要な機能の確保、さらには将来的

な庁舎の分散化の解消という視点からも最も望

。 、ましいとされたところでございます ここでは

冒頭、防災拠点庁舎のそのような規模や機能に

つきまして、改めて整理してるところでござい

ます。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。

Ⅱの敷地の利用方針（配置検討）についてで

あります。

ここでは、防災拠点庁舎の整備イメージを示

しているところでありますが。平面図中ほどの

赤色で塗った部分につきましては、例えば大型

車両の駐車でありますとか、景観等への配慮か

ら、広いオープンスペースを確保する。また、

日本庭園の部分につきましては、できるだけ保

全する。あるいは、歴史的な建造物であります

５号館は、これは保存していく。そういった観

点から、防災拠点庁舎の建物につきまして、そ

の配置検討を行っているところでございます。

次に、３ページの２をごらんいただきたいと

思います。

県庁域の道路状況等についてでございます。

これにつきましては、６月の本委員会におき

まして、職員が参集できるのかなど、アクセス

道路についても検討すべきとの御意見を受けま

して、検討整理されたものでございます。

まず、１点目としまして、第１次ネットワー

クの緊急輸送道路であります県庁周辺の道路に

つきましては、災害発生時には優先的に道路上

の障害が取り除かれることとなっております。

２点目として、橘通りや楠並木通りは、４車

線以上の広い道路でありまして、またこれらの

道路沿いの建物は、耐震化・不燃化が進められ

ることとなっておりますため、火災や建物倒壊

による道路閉塞の危険性は低いものと考えられ

ます。

３点目として、本庁勤務職員は、大淀川より

南側からの宮崎市中心部の整備がおおむね完了

している緊急輸送道路や天満橋等の複数の経路

を確保できますため、県庁への参集に障害はな

いものと考えられます。

このことにつきましては、恐れ入りますが、

後ろのほう、８ページの参考資料をごらんいた

だきたいと思います。

８ページの参考資料でございます。これは、

知事部局の本庁職員の居住状況を調査したもの

でありまして、県庁から半径５キロメートル以



- 47 -

平成25年９月20日(金)

内に、本庁職員の約65％、870名が居住しており

ます。

また、９ページのほうでございますが、この

地図でございますけれども、この本庁職員の居

住状況と道路の整備状況をあらわしたものでご

、 、 、 、ざいまして 赤い点は 職員の居住場所を 赤

青、黒の太線でございますが、これは４車線以

上の整備済みの道路を示しているところであり

ます。

このような状況から、職員の参集につきまし

て大きな支障はないものと考えているところで

ございます。

それでは、恐れ入りますが、また３ページに

お戻りをいただきたいと思います。

４点目でございますが、大地震が発生の初動

期の交通規制でありますが、県の災害応急対策

要員等につきましては、優先して通行ができま

す。庁舎への参集は規制されないこととなって

おります。

５点目の道路の液状化対策につきましては、

今後の課題でありますが、東日本大震災後の国

のほうの被害実態調査によりますと、主要幹線

道路であります国道や県道は、堅固に整備され

ているためか、緊急輸送道路としての機能に支

障が出るほどの被害はなかったとの報告がされ

ております。

以上のとおり、県庁域の道路は災害発生時に

も利用可能でありまして、職員参集に有利であ

るとしているところでございます。

次に、４ページをごらんください。

。Ⅲの駐車場の整備方針についてでございます

防災拠点庁舎につきましては、御案内のとお

り外来者第１駐車場に整備することで検討して

るところでございますので、かわりとなる外来

者駐車場179台分を別のところに確保する必要が

ございます。

駐車場の整備場所としましては、図の中の赤

い破線で囲んでいる分でございますが、まず、

防災拠点庁舎の地階に設けるということ、そう

いう整備場所、それから防災拠点庁舎南側のス

ペース、さらには本館北側のスペースを考えて

いるところでございます。

なお、本館北側に会議室として現在使用して

おります附属棟がございますが、こちらは撤去

することで検討しているところでございます。

駐車場の整備案としましては、これらの３つ

の場所を前提に、地下１階駐車場、２階建ての

立体駐車場、あるいは平面駐車場、この組み合

わせを検討しまして、ごらんの３つのパターン

を設定し、評価を行っております。

その結果、真ん中のパターンＢの防災拠点庁

舎の地下に地下１階駐車場を整備し、その南側

に平面駐車場、それから本館北側に平面駐車場

を整備する案が、来庁者の利便性それから景観

等の周辺環境への影響への視点で評価されてお

ります。

さらに、表の下のほうになりますが、経済性

の視点でも、パターンＢは初期整備費が最も低

くなっておりまして、評価が高くなってるとこ

でございますが、これにつきましては、５ペー

ジの上のほうの参考をごらんいただきたいと思

いますが、こちらにありますように、防災拠点

庁舎につきましては、非常用の排水槽であると

か免震装置といったものを地下に設置する必要

がございますので、そもそも地階が必要となっ

てくるということなどによりまして、このＢ案

が初期整備費が低くなっているというようなこ

とでございます。

このような総合評価の結果、５ページの２に

ありますように、外来者駐車場はパターンＢが
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最も適切であるとしておりまして、検討委員会

におきましてもパターンＢの案で合意をされた

ところでございます。

次に、６ページをごらんください。

Ⅳの防災拠点庁舎整備の事業手法についてで

あります。

ここでは、表の左から、まず設計や施工を分

、 、離して発注いたします従来方式 真ん中の設計

施工を一括して企業グループに発注します設計

施工一括発注方式、一番右端の設計、施工に加

えまして、維持管理運営も一括して企業グルー

プに発注しまして、その事業資金も民間事業者

が調達するＰＦＩ方式の３つの事業手法につい

て、評価しまして比較をしております。

その結果としましては、早期整備の視点ある

いは県の意向の反映のしやすさの視点で、従来

方式がよいとなっている状況でございます。

さらに、表の下のほう、県内経済への効果の

、 、視点でございますが この視点におきましても

設計施工一括発注方式やＰＦＩ方式は、ＷＴＯ

政府調達協定の対象となりますので、県内企業

の指定といった地域要件は設定できないことと

なりますので、ＷＴＯ政府調達協定の対象外と

いった工事を設定できる従来方式が優位となっ

ているところであります。

この事業手法の選定につきましては、検討委

員会では、最終的には県の判断であるとされた

ところでございます。

次に、７ページをごらんいただきたいと思い

ます。

Ⅴの今後の検討課題として、将来の県庁舎の

あり方について記述しております。

本県の本庁舎は、御承知のとおり分散してお

、 。りまして それぞれ建設年も異なっております

保存が必要な歴史的な建物であります本館及び

５号館を除きまして、今後建てかえが必要とな

るところでございます。

しかし、本庁舎は耐用年数がまだ残っており

まして、また本庁舎全体のあり方の検討につき

、 、ましては長い期間が必要となりますので 現在

早期整備の必要な防災拠点庁舎に限って検討を

行っているところでありますが、将来的には、

集約化を念頭に庁舎のあり方を検討する必要が

あると考えられます。

下の図につきましては、考えられる将来の庁

舎の集約化のイメージをあらわしたものであり

ます。防災拠点庁舎につきましては、県庁舎の

あり方を今後検討していく契機となるものでご

ざいますので、このような将来の庁舎全体のイ

メージを十分念頭に置きながら検討を行ってい

く必要があると考えております。

以上が、検討委員会の資料の概要でございま

す。

次に、委員会における委員からの主な意見で

ございますが、恐れ入りますが 「常任委員会資、

料」の８ページにお戻りをいただきたいと思い

ます。

「総務政策常任委員会資料」８ページの２の

委員からの主な意見でございますが、例えば、

紹介いたしますと、１つ目の、地下駐車場は、

止水板の設置のほか入り口を周辺の地盤よりも

、 。高くするなど 万一の浸水対策を考えてほしい

、 、３つ目ですが 設計や建設工事の発注の際には

県内経済への効果に十分配慮してほしい。最後

の、県としては、将来のビジョンとして幾つか

の庁舎の将来像を持っていたほうがよい、など

の御意見がございました。

最後に、検討委員会の今後のスケジュールと

いたしましては、第６回、今回までで主な検討

事項に係る検討をおおむね終了をいたしました
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ので、10月ごろに最終となります第７回目の委

員会を開催いたしまして、検討委員会としての

整備案を取りまとめる予定としております。

説明は、以上であります。

それでは 「資料」の９ペ○大坪危機管理局長 、

ージをごらんください。

危機管理課からは、２点報告をさせていただ

きます。

まず、１点目が川内原発の防災情報等の連絡

に関する覚書の締結についてであります。

１番の締結の趣旨ですが、本県では、県民生

活の安全確保の観点から、川内原発におきまし

て万一事故等が発生した場合の情報連絡体制を

確立するために、７月16日に九電との覚書の締

結に至ったところであります。

２の協定の概要ですが、川内原子力発電所に

おきまして、その表にございますように、まず

１点目 「非常時 、原子力災害対策特別措置法、 」

に規定します重大な事象が発生した場合には、

発生後直ちに川内原発からその内容を連絡する

こと。

それから、その次の「異常時」ですが、その

「 」 、他の事象が発生した 異常時 におきましては

、 。速やかに 九電の宮崎支社から連絡をすること

それから、３点目は 「平常時」につきまして、

も、報道機関に情報提供するときには、その内

容を速やかに九電宮崎支社から連絡をすること

、 、となっておりまして この内容につきましては

昨年７月に熊本県が締結したものと全く同様の

内容になっております。

それから、３の今後の対応ですけども （１）。

「市町村への情報連絡体制」につきましては、

市町村や消防にも迅速・正確に伝達できるよう

に、一斉ファクスによる連絡体制を整備をいた

しました。そして、７月23日には、その伝達テ

。 、ストも実施をしたところでございます 今後も

定期的に訓練等を実施して、万一に備えてまい

りたいと考えております。

それから （２）の県の地域防災計画の原子力、

災害対策編の策定につきましては、国ですとか

隣県等の動向を踏まえながら、本県としての考

え方を整理をしまして、今年度中を目途に原子

力災害編を策定することといたしております。

なお、その次の10ページから11ページに、九

電と締結しました覚書のコピーを添付しました

ので、後ほどごらんください。

次に 「資料」の12ページをごらんください。、

「今年度の防災士養成研修の実施について」

であります。

まず、１点目の「防災士制度」の発足の背景

ですけども、平成７年に発生しました阪神大震

災の教訓を踏まえまして、社会全体の防災力を

高めるためということで創設をされた制度でご

ざいます。ＮＰＯ法人日本防災士機構が実施主

体となりまして、研修や試験が行われまして、

本年の５月末現在で全国で６万5,000人の防災士

が誕生しております。

次に、２点目 「本県での取り組み」ですが、、

平成17年に発生しました台風14号の災害を契機

としまして、地域防災力の強化の一環として防

災士の育成の必要性が高まりまして、翌18年度

から、県としてもその養成に取り組んできたと

。 、 、ころでございます また 20年度に入りますと

県みずからが日本防災士機構の研修機関として

の認定を受けまして、県としても、直接、研修

ができるようになっております。その結果、本

年５月末で、県内に1,216名の防災士が誕生して

るとこであります。

今後も、県の総合計画に沿って、来年度末ま

でには2,000名の防災士養成を行いたいと考えて
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まして、今後とも積極的に防災士養成に取り組

んでいくということにいたしております。

次に、３点目の「平成25年度の研修概要」で

すが、今年度は、それぞれの地域で防災活動の

中核を担う地域防災士ですとか、小中高校等の

教職員防災士、さらには今年度新たに福祉施設

等の従事者を対象にしたコースも設置をしまし

て、研修をスタートさせております。

具体的な内容につきましては、右側の13ペー

ジの表に記しましたけども、去る７月23日から

９月15日までの間に、第１回目の研修となりま

す基礎コースの研修を実施したところでござい

ます。

今後、研修レポートの提出ですとか、普通救

命講習の受講、さらには12ページの（２）の専

門コースとしてますが、専門研修、そういった

ものを経まして、来年２月ごろに防災士の資格

試験を実施する予定となってございます。本年

度も多数の防災士を養成してまいりたいと考え

ております。

災害は、大規模になればなるほど、自助と共

助の取り組みが重要になってまいります。した

がいまして、この防災士を中心に、本県におけ

る地域防災力の強化を図ってまいりたいと考え

ております。

説明は、以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○内村委員長

その他報告事項についての質疑はありません

か。

、 、○十屋委員 まず 防災拠点施設整備ですけど

先ほど、実施のやり方として、事業の進め方と

して３パターン、従来方式、施設、それからＰ

ＦＩあったんですけど、最終的には、経済的な

効果も含めて、財政負担を含めて、今までのと

おりが一番いいというふうに委員会でも判断さ

れたということなんですが、額的にはどのぐら

い違うんですか。このＰＦＩでやった場合と従

来方式、それから一括方式。

コンサルのほうでいろいろ御○川畠総務課長

、検討いただいたところではございますけれども

今、いかほどの差が出るかということにつきま

しては、なかなか、今のところが、ざっくりし

た基本的な規模であるとか、そういうことしか

ございませんので、なかなか、差が幾らになる

というのは、定量的なものはコンサルのほうで

もちょっと難しいようです。ただ、その性質、

定性的なところの観点で見たときに、このよう

な文章の表現になっておりますけれども、比較

をしてここに表示しております。少し、数字的

、 。なものは ちょっと難しいところがございます

ＰＦＩに関しては、県も計画をも○十屋委員

う数年前につくって、いろんなものに取り組も

うということでつくられた計画だと思うんです

けど、それにのっとって試算とかはできなかっ

たんですか。

面積的には、２万平米というのが、おおむね

の話で最初に出されてるので、一般的に、面積

掛けるある一定数量掛けていくと大体出てくる

ので、それと、あとはコスト負担、金利もかか

るでしょうし、そういうことからすると、ある

程度は出てくるのかなというふうに思ったんで

すけど。

先ほど申しましたとおり、前○川畠総務課長

提が非常にざっくりしているものですから。精

緻な数字につきましては、なかなかコンサルの

ほうも難しかったようでございます。

ただ、大まかなところでは、ＰＦＩについて

申しますと、ＶＦＭ（Ｖａｌｕｅ ｆｏｒ Ｍ

ｏｎｅｙ）ということで、６ページの表の下の

米印ございますが、従来方式等に比べて、ＰＦ
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Ｉのほうが総事業費をどれだけ削減できるかを

示す割合でございますけれども、これについて

は、大まかな計算をしておるようです。ただ、

それは前提条件が変わると大幅に何か振れるよ

うですので、余り明確に数字としては出せない

というお話ではあったんですが。

その数字としましては、ざっくりした数字と

しては、今回の防災拠点庁舎をＰＦＩでやった

場合には、現段階で想定されるとこでは、0.7％

程度のＶＦＭ、要するに削減が見込まれるとい

うことです。0.7％っていうのは、ほとんど、も

。う従来方式と差がないような状況でございます

一般的には、ＰＦＩに取り組むかどうかの判

断としては、10％以上のＶＦＭ、削減効果があ

るかどうかっていうところが一つの指標になっ

てるようでもございまして、そのようなところ

から、この表における評価も低くなっていると

ころでございます。

最終的には、もう一つの面で、県○十屋委員

内の企業、いろいろな県内経済への効果という

ことで、ＷＴＯの政府調達協定の対象外という

ほうがいいと。それは、もう私もそう思うんで

す。やっぱり、地元企業の方々が、ある程度、

経済効果、潤っていただきたいというのもあり

ますので。

だから、そういうところと加味したときに、

この３つの方式で従来どおりのほうがいいと。

そして、ある種、県の関与という言葉を使われ

たと思うんですけど、そのほうが、いろんな意

味で県としての責任のとり方っていったらおか

しいんですけど、責任を持って建てられるとい

うことで理解してよろしいんですか。

、 、○川畠総務課長 要するに 先ほど申しました

県の意向の反映しやすさということで表現して

、 、おりますけれども ＰＦＩ方式でありますとか

設計施工一括発注方式というのは、性能発注と

いうふうな方式のようでございまして、要する

、 、に 建物の仕様を細かく指示するのではなくて

こんなものをつくってほしいというような大ま

かなことで発注するということでございます。

そういうことですので、事前の段階でよっぽ

ど細かく打ち合わせをしておかないと、工事の

段階で、なかなかもう変更が難しくなってくる

というふうに聞いております。

それに対しまして、従来方式ですと、細かく

分離発注をしたりいたしますので、その都度い

ろんなことを、県庁の中でも関係課集まって協

議する場もございますので、いろいろな対応が

弾力的にできるんじゃないかっていうことでご

ざいます。

それと、整備の時期ですけど、期○十屋委員

間とか、ここに３通り、おおよそそんなに違い

はないということで、５年か６年かっていうと

こだと思うんですけど。

我々が議会でもよく心配するのは、南海トラ

フ巨大地震、日向灘地震がいつ来るかわからな

いというところがあって、早くつくったほうが

いいというふうには思うんです。

一方では、このパターンにも示されてるよう

に、将来庁舎ということで、全体的な、我々も

いろいろ県外へ調査させていただけると、宮崎

みたいにばらばらに建ってるとこって、ほとん

どないんです。ほとんど、一つの中で、建物が

あって、その中に皆さん入られて、よく言われ

るように、横、縦の連携がとりやすいような方

向であるので、将来的にはそういうふうな方向

になるというのを示されてますけど。

さっき申し上げたように、30年のスパンの中

で考えたときに、７割の確率で発生すると。昨

日も、余震が福島でありましたけれども、そう
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いう面からすると、やはり早く建てとかないと

危ないというふうには思います。

先ほど、10月に７回目の会議をして、提言を

受けるということですから そうすると 大ざっ、 、

ぱにすると、ことしじゅうぐらいには県として

の方針を出したいというふうにお考えなんです

か。

検討委○成合総務部次長（総務・職員担当）

員会の事務局を担当しておりますので、私のほ

うからスケジュールを含めてちょっとお答えさ

せていただきたいと思います。

十屋委員のほうから御質問のありました将来

的な県庁舎のあり方につきまして、今議会でも

いろいろ御質問、御議論いただいたところでご

ざいます。

まず、課題として、確かに、現庁舎が、もう

委員の皆さん御案内のとおり、本県の庁舎は本

館から１号館、10号館、12棟に分かれてるとい

うように、非常に分散化してる状況がございま

す。将来的には、もう集約化という方向は、皆

さん御意見が一緒だと思います。

それから、もう一つ、耐用年数とか 「資料」、

もつけておりますけれど、老朽化もある程度進

んでると。特に、１号館、７号館につきまして

は 「資料」にあるとおりでございまして、10、

年、20年後には、当然そこあたりも考えていく

必要があろうかと思います。

ただし、いろいろ御質問いただいた全庁的な

建てかえとか、庁舎の全体的なものにつきまし

ては、やはり相当の検討期間が必要になろうか

。 、 、と思います これは 財源の問題も含めまして

。 、ちょっとすぐすぐには解決できない もちろん

耐用年数がほかの庁舎は残ってるというのもご

ざいます。

、 、先ほど 総務課長も説明いたしましたように

とりあえず、防災対策、十屋委員が御指摘いた

だいたような南海トラフの地震っていうような

確率の指摘もされておりまして、現庁舎を見る

とそれに耐え得る庁舎がないという結論でござ

いまして、早期の整備ということで、優先して

防災拠点庁舎の検討をさせていただいていると

こでございます。

それで、今後のスケジュールなんですが、ま

ずは、検討委員会の最終報告を10月に出してい

ただきたいと思います。それで、出た場合に、

やはり県のほうに報告をいただきまして、内容

については議会にお諮りしてるところでござい

ますけれど、県としての基本方針をできるだけ

早い時期に出したいと。年内には出したいと。

それを踏まえて、もう来年には、基本構想、や

、 、 、はり 設計から建設になりますと 最短でも四

五年ということで聞いておりますので、年内に

はそういった方針を出したいというふうに考え

ているとこでございます。よろしくお願いいた

します。

さっき言ったように、いつ来るか○十屋委員

わからない、あした来るかもわからないという

のが、一番。我々は、やっぱり今回の大震災を

受けて、行政機関の、市町村でいえば、そうい

う、庁舎が流されたり、救助、救護するための

司令塔がなくなったということが一番ダメージ

が大きかったというふうにも聞いておりますの

で、個人的には、できるだけ早くつくっていた

だければ。そして、最終的に、県民の安全安心

を確保していただくように。

こまごまとした道路とか、いろんなものは、

課題とか議論とかあると思いますけど、要は、

ある程度大枠の中で進めていかざるを得ないの

かなというふうに思ってますので、私の個人的

な意見としては、そういうことで述べさせてい
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ただきたいというふうに思っております。

ちょっと関連してですけど。○坂口委員

この検討委員会の性格、例えば、８ページの

概要なんですけど、検討してる中に、大手業者

とのＪＶで発注してほしいとか、そういうこと

を指摘しておきながら、一方じゃ、事業手法に

ついては最終的には行政判断だと。これは、行

政判断の領域で、この検討委員会は専門的な検

、 。討委員会だから やるべきかやらざるべきかと

やるなら、どういったものをどこにどうつくる

べきかということに限らないと、これはちょっ

。 。とおかしいです 検討委員会は介入し過ぎです

県は、やっぱり自分らが責任持つ部分には介

。 、 、入させないと これは 議会と 我々議会は─

やっぱり、地域を代理してきてるんです。選挙

を受けてきてるんです。意思決定機関に介入で

きる立場なんです。この人らは、あくまでも、

こういったことを専門的におまえら考えろと、

それをまた答えを上げてこいっていう立場の人

たちに過ぎないんです。だから、ここらまで介

入させるとこれは非常に不愉快です。これは、

今後のあり方として一つ忠告をしておきます。

、 、 、それから 今の課長の説明ですけど 例えば

、 、ＰＦＩについて0.7％安くなるだろうと これは

一般論です。宮崎でＰＦＩをやろうとしたら、

どこの資本持ってくるかわかんないけど、外国

、 。 、資本じゃまずいし 東京資本でもまずい じゃ

どこの銀行から何％の金利でこれだけの金を調

達できるか。行政であればその金利はどうなる

かと。限りなく無利子に近い金利です。それが

一つ。

これだけの重大なビルをつくるのに、じゃ、

どの法律のもとでどういったものをつくるかと

いうと、ＰＦＩでやらせれば、ここにはかなり

な介入ができて、品質が期待できるって。そう

じゃないです。商法でやって、契約が終わった

ら全てを業者に任せなさい。発注者は、介入で

きないんです。何をやられてもわかんない。だ

から、こういった報告を上げさせることが間違

いです。

じゃ、この一括発注方式、これなんかは、設

計者が設計したものとつくるものが同じ事業体

です。誰がチェックをするんですか。今の民間

のこの建築土木技術の高さと、行政がそこを見

てて、本当にそこをチェックできますか。そこ

の現場の監督のレクチャーを受けるのが精いっ

ぱいです。

だから、何をやろうとしてるのか。想定でき

ないものに対応するものをつくろうとするとき

に、ＰＦＩなんかの発想が間違いです。商法で

、 。 。は 介入できないです 建設業法でもできない

介入できるのは、会計法と地方自治法で、その

ときに段階的に行政が、発注者が確認できるだ

、 。 、けで 契約はそんな甘いもんじゃない だから

そこのところを考えないとだめ。

それから、地場産業なんていうのは、もう我

々は議会で幾度となくやってきてるし、県も、

今回は地産地消っていうのはもう最優先課題と

して 県政の重大な方向として出してるわけじゃ、

ないですか。当たり前のことです。

だから、こんな、もう、あっちこっち議会の

目を向けさせるような報告書じゃだめです。今

言われたように、ほんとにやる必要があるんな

ら、もうやりたいと、こういう理由だと。何を

しようとしてるかと、県民の命を守るために必

要なんだと。それが、県民の命を放ってても守

れる、つくっても守れる、同じだったらやるべ

きじゃない。これがなければ守れないんだとい

うものをやっぱり提案しないと。

こんなの、一々、何度やっても結論が出ない
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です。必要性はどこにあるのか。金は何ぼある

のと。やっぱ、理想は、議会棟も含めて全部や

りかえていただくことです。宮崎の中心地にふ

さわしいようなデザインのものをしっかりここ

につくって。でも、それは金に限界があると。

そしたら、最初に景観を選ぶのかと、人の命を

選ぶのか。おのずと答え出てくるはずです。だ

から、この次の報告は、もうしっかりしたもの

出してほしい。余残な色をつけないでほしい。

これは、もう要望でいいです。

この報告書、前のときは庁舎の大○井本委員

きさを２、３例。そのパターンはもう今回はな

、 、 、くて 大体 この大きさでこの場所というのも

この辺まではもう本決まりということですか。

今、庁舎の規模、２万平米で○川畠総務課長

ありますとか、場所につきましては、外来者第

１駐車場ということでございますけれども、こ

れにつきましては、検討委員会といたしまして

は、前回の第５回の検討委員会につきまして、

その方向で調査検討を進めていこうというふう

になっているとこでございます。

駐車場じゃなくて、場所はあそこ○井本委員

で、そこの駐車場の場所で、大きさも大体あの

大きさというのは、もう決まったということで

すね。

現在、検討委員会における検○川畠総務課長

討という段階でございますので、その中におい

ては、そういうことで決まっております。

将来、バランスよく、また、どう○井本委員

せ建てないかんわけでしょうから、やっぱ、建

、 、 、物全体の構造としても バランスよく それで

ちょっと次建てる場合っていうと、何か、こっ

ちは大きくてこっちは小さくなってるけども、

できたらうまいぐあいにバランスよく考えない

と。そういうパーツみたいなもんは、まだでき

てないんですか。

現在のところ、先ほど、総務○川畠総務課長

の次長からも回答ありましたとおり、防災拠点

庁舎、こちらに絞り込んで検討しておりますの

で。先ほどの別冊１概要版の７ページに、将来

の庁舎のイメージを出しておりますけれども、

これ以上細かなものについては、現在のところ

は、そこまでは詰めたものは検討しておりませ

ん。

我々は何度も言うように、やっぱ○井本委員

り、将来は一つにまとめないかんだろうという

ことはもうわかってるわけだから、そこまで検

討してたら時間がありませんわというと、それ

は そうだけど 一応 全体的な構想と 大ざっ、 。 、 、

、 、ぱでもいいから それまでぐらいのことまでは

やっぱやっとかないといかんのじゃないかと思

うんです。

建物がこんな感じの並べ方というのは ちょっ、

と何かバランスが悪いなという感じが素人的に

思うもんじゃから、何か、その辺のところを、

このＣＧか何かで描いたこんな絵と同じような

もんが、全体的には、将来的にはこんなになり

ますよというようなもんもあってもいいんじゃ

ないかなと思うんだけど。

、 、○川畠総務課長 先ほど ７ページのところに

本当に簡単なイメージ図を描いているところで

ございます。今、委員からも御指摘がありまし

たとおり、これは、ちょっと何かイメージがい

ま一つわからないというところもあるかと思い

ますので。

詰めた検討となりますと、非常に長い時間が

かかりますので、非常に、大まかなことになる

かと思いますが、もう少し具体的なイメージと

いうものが、先ほどの立体図とか含めまして、

何かできないものかは、今後検討してみたいと
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思います。

もう一ついいですか。全国に行く○井本委員

、 、 、と とにかく宮崎県の庁舎は もうおんぼろで

こんなのはどこにもないという感じなんです。

やっぱ、ほかのとこもみんな建てかえるときに

は、私が思うに、恐らく分散化していたはずだ

。 、と思うんです その分散化してたということは

新しいものもあれば古いもんもあるという、恐

らくそういう形になってたんじゃないかと思う

んです。

だから、私が思うに、古いもんが、いよいよ

取り壊さなきゃならんまで待つというような発

想じゃなかったはずです。それは調べてないか

らわからんけど。やっぱり、いろんな分散化し

てて、これは新しい、これは古いとかいろいろ

あったけども、もうこの際全部壊して、新しい

ものを建てましょうというのを、恐らくそうい

う発想でやったんじゃないかと思うんです。

今回、そういうふうに全部つくろうというの

が、今言ったように、時間もかかる、金もかか

るということで、それはしょうがないから、と

りあえずここだけ触らしてくださいという発想

だろうと思うんですが、それは、それで、一つ

金はないと、だけど、必要かの部分が必要だと

いうことをはっきり言ってもらって、やっても

らってください。お願いします。

ほか、ありませんか。○内村委員長

この川内原発の覚書についてお尋○鳥飼委員

ねをいたします。

確認のみで、２番の協定の概要のところに、

「非常時 「異常時 「平常時」ってあるんで」、 」、

すけど、原子力災害対策特別措置法に規定され

ている重大な事象っていうのは、具体的にはど

。 、 「 」ういうことですか それと その次の 異常時

。 、 。その他の異常事象 これ 説明をお願いします

まず 「非常時」につきま○大坪危機管理局長 、

しては、その次の10ページの覚書をちょっとご

らんいただきますでしょうか。

第１条の１項にありますように、原子力災害

対策特別措置法、この第10条さらには第15条に

該当するような事例ということになります。

具体的には、例えば10条で申しますと、放射

線が検出された場合、それで、最低レベルで５

マイクロシーベルト、毎時ですけども、時間当

たり５マイクロシーベルト以上の放射線が検出

された場合。さらには、例えば、通常の方法で

、原子炉の停止ができないといったような場合が

この10条に該当いたします。

そして、15条のほうはさらに深刻になってま

いりまして、10条よりもさらに深刻なレベルの

、 、放射線量が検出された場合ですとか あるいは

今回福島原発でありましたように、全部の電源

が喪失されるとか、そういった場合がこの15条

の事案ということになります。

それから、その次のレベルの「異常時」とい

うことにつきましては、覚書の第１条の２項、

（１）から10ページは（９）までありますが、

さらにその次に11ページのほう、右側で（10 、）

（11）までございます。そういった場合が、こ

の「異常時」ということで想定されるものでご

ざいまして、この内容につきましては、冒頭申

しましたように、昨年締結した熊本県と全く同

じ内容でございます。

ありがとうございました。○鳥飼委員

「非常時」は、10条、15条に定められている

毎時５マイクロシーベルト、もしくはそれ以上

。 、 、というようなことのようです それを 直ちに

発電所から危機管理局に通報があるということ

なんですね。

今回の福島原発に関連して 私 本会議でずっ、 、
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と質問をしてきましたけども、やはり、宮崎は

川内原発が近くにあるわけです。

、 、 、思い起こすと 東電の福島第一原発は 結局

ＳＰＥＥＤＩの情報が流されなかったというこ

ともあって、放射性物質が流れてる方向に住民

は逃げさせられたというか、そんなことになっ

て、しかし、大半は、関東圏よりも北の、大半

は海のほうに行ったんです。だから、あれは不

幸ではあったけども、不幸中の幸いと言えば、

東側の原発で起きた事故ということで、幸いで

あって、外に、海上のほうに行ったというとこ

ろがあって、影響があの程度で済んでると。

あれが、もし福井原発、もしくは玄海原発と

か、この西側に位置したところで同様の事故が

起きた場合は、これはもう本当に大変な状況に

なっていたということは、通常指摘をされてい

るわけで、そういうことで、私は、福島原発の

、 、ことを再三取り上げてきましたけども 結局は

やはり宮崎県にどういう影響があるのかと言っ

たら、川内原発なんです。

放射性廃棄物を地下に埋めてというような議

論も、まだされているようなんですけども、日

本は地震国で、飛び出ないようにしたって、壊

、れるかもしれないというのはわからないわけで

やはり、私は、原発からどれだけ早く撤退をし

て、ほかの手段にかわるかというのが大事なん

ではないかなというふうに思ってるんです。

ですから、やはりそういう視点で行政も動い

てほしいなということで、知事にも再三お尋ね

するんですけども、明確な答弁というのはあり

ません。

それはそれとしまして、３の今後の対応の

（２）のほうなんですが、宮崎県地域防災計画

の原子力災害対策編の策定についてというよう

なことで、今年度中をめどに策定をするという

ことにしてるんですけど、その中には、当然、

避難計画とかそういうものも含まれてくるんで

しょうか。どういうことが想定をされて、議論

をされているのか。お尋ねしたいと思います。

具体的にはこれからの検○大坪危機管理局長

討ということになりますが、既に策定してる県

の事例なんかを拝見しますと、万が一発生した

場合の防災体制、組織体制の問題が一点。それ

から、そういうものを事前に防ぐための予防計

画、それから、万一発生した場合の応急対策計

画、それから、将来に対しての復旧計画、そう

いった大きな柱で整理がされてるようでござい

ます。

当然、応急計画の中に、住民の避難をどうす

るかとか、情報伝達をどうするか、さらには健

康の相談をどうするか、そういった項目が入っ

ていますので、本県の場合にも、そういった内

容に沿って整理をすることになろうかと考えて

おります。

事故が起きないにこしたことはな○鳥飼委員

いんですけども、起きる可能性があるというの

は、もう今度嫌というほど知らしめられて、今

でも汚染水の問題を含めて、大変な状況が起き

ています。

安倍総理が、ブエノスアイレスで 「完全にブ、

ロックされている」ということを言われたわけ

ですけれども、これは、地元の人やら識者から

言わせると、それはおかしいじゃないかと、実

態と合ってないよということを言われてます。

、 、逆に 日本の中のマスコミのほうがおくれてて

外国の人たちのほうが詳しく知っているという

ような状況が、今起きてるんじゃないかなと、

僕自身は思っているんです。

それは、そういう状況はそれとして、その中

に、例えば、避難順路とか、避難の手段は何を
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使うのかとか、どこに避難をするのかとか、そ

ういうものも含まれてくると思ってていいんで

しょうか。

県のレベルでどこまで具○大坪危機管理局長

体的に整理するかというのは、議論があります

けども、項目としては、どういう避難体制を構

築するのか、さらにはその際にどういった車両

を使うのか、あるいは船舶を使うのかとか、そ

ういったことも、ほかの県の例では項目として

入ってますので、県としてのできる範囲内で整

。理をしていきたいというふうに思っております

ただ、基本的には避難ということに関しまし

ては、国のほうの指針等では30キロ以内という

のが原則になってますので、本県の場合は50数

、 、 、キロ 最低でも離れてますんで そういう中で

どんなふうなことを整理するのかといったこと

を今後検討することになろうかと考えます。

これは、通常の想定ではだめだと○鳥飼委員

思うんです。通常のことをやってて、こういう

ふうになったわけですから、50キロ離れてるか

ら大丈夫だよいうことは決して言えないと思っ

てるんです。

例えば、新燃岳が噴火しただけでも灰が宮崎

まで来たりとか、それ以上に飛んでいるわけで

すから。

どういう状況が起きるかわからないというの

は、そのためには原発そのものを早くなくして

いこうというのが一番いいわけなんですけど、

やはり、そういうことが起きるという前提で計

画なりを立てていかないと、議論をしないと。

いや、これはほかの県がとか、国がこう言うか

ら大丈夫ですわということではいけないと思っ

てますので、そこをしっかり検討をお願いをし

たいというふうに思います。

それと、最後に確認なんですけど、放射性物

質を検知をする、衛環研とか保健所とかがやっ

てると思うんですけども、県内では、いざとい

うときに、そういう体制というのはとれてるん

ですか。

たしか、県内３カ所で常○大坪危機管理局長

時監視体制をとってたと思っております。

そういう体制も、よそから来るん○鳥飼委員

だろうということで、それぐらいで済ませてる

というのもあるわけですから、やはり、その箇

所数についても、しっかり検討していっていた

だきたいというふうに思います。

なかなか、原発は鹿児島にあって、いろんな

恩恵も全くないし、確かに電気は送ってもらっ

てる分はあるかもしれないんですけど、それを

どうやって転換をしていくのか。あるいは災害

が起きないようにするにはどうしたらいいか、

起きたときはどうすればいいかというやつを、

やはり市町村を含めて役割分担というのは当然

出てくるでしょうから、そういう検査、チェッ

ク体制も含めて、十分な検討をお願いをしたい

と思います。

今回、本県でこういう協○大坪危機管理局長

定を締結し、さらには地域防災計画にも記載を

しようということは、まさしく福島原発の教訓

に学ぼうということでございます。

国のほうでは、例えば、県の地域防災計画を

策定するというのは、半径30キロ内というのが

原則になってますが、それを超えた、本県でも

策定しようということは、やはり十分な危機意

識を持って対処するということですので、そん

な意識を持って、今後の作業を進めてまいりた

いと考えております。

、○十屋委員 川内原発の覚書もあるんですけど

、 。 、一つ 四国の伊方原発がありますよね あれは

県北のほうとの距離とか、風向きとか、そうい
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、 、 、 、 、う もし 万が一 今 鳥飼委員言われたけど

全然リスクはゼロじゃないので、距離的なもの

とか、何か今50キロ、国の法律では30キロとい

うことでありますが、伊方原発と宮崎県の関係

はどうなるんですか。

伊方原発は四国、愛媛県○大坪危機管理局長

なんですが、豊後水道に面したとこにあって、

割と近いんです。それで、はかりましたら、一

、番近い延岡市の旧北浦町まで直線距離で87キロ

延岡市役所まで118キロ、日向市役所まで135キ

ロという距離にあります。風向き等は、正直調

べたことはございません。

、○十屋委員 距離的にはそうなんでしょうけど

被害がどのあたりまで拡散するのかって、我々

も全然素人だからわかりませんけれども、ほん

とに、万が一そういうことがあったときには大

丈夫なのかなっていうのが、川内はやはり同じ

ような距離ぐらい離れてると思うんですけど、

伊方原発のほうもちょっと心配なので。

大分県とか、そこらあたりは、やっぱりちゃ

んと対応されるのかもしれませんけど、我々の

県北に住んでる人間としては、やはりちょっと

不安なとこもありますので、また、何かの機会

に風向きも含めて、ちょっと調査していただい

、 、て 全くリスクはゼロじゃないと思いますので

そのあたりを、ちょっと要望しておきたいと思

います。

先般、大分県の危機管理○大坪危機管理局長

課長ともその話をしまして、大分県も随分苦慮

されてるようです。やっぱり、四国電力が、九

州とはこんな協定とかあんまり締結しないんだ

そうです。現実問題としては、愛媛県から情報

をもらってるという話がございました。

したがいまして、やっぱり一番最も近い大分

県と十分連絡をとって、本県での対応も進めて

いきたいと考えております。

よろしくお願いしておきます。○十屋委員

改めて、防災拠点の財政的なこと○丸山委員

、だけちょっとお伺いしたいと思ってるんですが

県で持ってる県有施設維持整備基金が、今、多

、 、分92億程度あると思ってるんですけども 今回

もし、この防災拠点庁舎を考えるときに、どれ

くらいこちらのほうに使おうという全体的な計

画を、大体考えていらっしゃるんでしょうか。

それをちょっとお伺いしたいと思ってるんです

が。

防災庁舎の整備費、大体ざっ○福田財政課長

くりですけれども、100億円程度ということにさ

れておりまして、その財源ですが、主に県債発

行であるとか、あと、今御指摘のあった基金の

取り崩し、こういったものによって賄うという

ことが想定をされてるところでございます。

その割合なんですけれども、要は、県債発行

でどれぐらい充当できるかということとの兼ね

、 、合いになってくると思いますので 今のところ

幾らというところまでは出ておりませんけれど

も、一定程度は、御指摘のあった基金について

も取り崩すということが見込まれております。

我々、やっぱり心配するのは、財○丸山委員

政的にほんとに大丈夫なのかということであっ

て、仮に、防災拠点庁舎つくっても、いっぱい

、まだ十何カ所残ってる庁舎がほかにあるもんで

その維持費を含めたりとか、また、国体を２周

目入ったときに、新たに大きな箱物整備とか改

修をしなくちゃいけないとかっていうのがあっ

たりすると、基金が92億程度しかない中に、ど

ういうふうな財政運営をやっていくんだろう

なっていうのも、できれば全体的なことも含め

て財政的な考え方も 庁舎だけでなく、先ほ─

ど言ったほかの県全体の庁舎がいっぱいあると
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思ってます。

例えば、先ほど、第５号館とか本庁は残しま

すよということになると、残すのは簡単だけど

も、維持管理がどんだけかかるんだろうかとか

いうのも含めて考えないと。ただの精神論で今

は残してもいいけど、実際、維持管理するには

非常に金がかかるっていうのも、我々も認識し

なきゃいけないというふうに思ってるもんです

から、その辺も、ぜひ、今後の中で、防災拠点

庁舎とまた別個の枠として、全体的なことをで

きれば早目に教えていただくとありがたいかな

と思っていますので、御要望をさしていただこ

うというふうに思っております。

あれは古い建物じゃから、できた○井本委員

ら、本庁舎は古いから、あれを横のほうに持っ

ていったほうがつり合いがとれるのではないか

と私は思うんで、あそこだけ一つ古いものがあ

るより、わしゃ、本庁舎横に持っていったほう

がまだいいんじゃないかと。ああやってのける

と、自由発想もある程度出てくるんです。これ

は、ちなみにの話です。

防災士の研修のことでちょっとお○丸山委員

伺いしたんですが、今、12、13ページに書いて

あって、基本的には2,000名を目標にしたいとい

うことなんですけども。かつ、13ページにいろ

いろ ７月から８月 ９月にいろんな地域でやっ、 、

てるということなんですが、できれば、１万人

当たりどれぐらいの割合で、本来は、各県内ど

ういう災害が起きるかわかりませんので。各地

域それぞれ温度差がない程度に、やはり満遍な

く26市町村いたほうがいいんじゃないかなとい

うふうに思ってるんですが。

その辺の、県としての、2,000名かもしれない

けども、どこかに固まるんではなくて、地域バ

ランスよくできたほうがいいんではないのかな

と思ってるんです。その辺の考え方をちょっと

お伺いしたいと思うんですが。

県内の公民館の数を調べ○大坪危機管理局長

ましたら、大体3,000なんです。ですから、将来

的には3,000人防災士を設けたいと。そして、満

遍なく全地域をカバーできるようにしたいと

思ってまして、当面、来年度末までに2,000人体

制に持っていきたいという願望でございます。

今年度も 地域防災士に関しましては 県内12、 、

カ所で第１回目の研修をしました。あちこちで

参加していただきたいということが裏返しでご

ざいます。

ちなみに、今現在、県内でそれぞれ市町村別

に防災士の数を調べたんですが、全市町村、防

災士は存在してます。少ないとこは１名という

とこもあるんですけれども、現時点でも全市町

村に存在してますし、実は、宮崎県唯一の制度

なんですが、防災士の皆さんが自主的に県内の

ネットワークをつくってます。そして、その中

に９つの支部が現在設置されてまして、まさに

それぞれの地域で積極的に活動を始めようとい

うふうな段階になってますので その防災士ネッ、

トワークの養成もセットでやっていきながら、

この県内全域の地域防災力の強化を進めていき

たいと思っております。

恐らく、市町村の防災担当の方が○丸山委員

よくとっていることが多くありますが、その方

も、聞いてみると、何年か前にとって、実質は

もう別な部署にいて、なかなか防災士をさらに

スキルアップしてなかったりとかいう事例もよ

く聞いてます。やはり、ただ数だけそろえるん

ではなくて、ほんとにスキルアップを含めて、

かつ、できるだけ、先ほど公民館単位に１名ぐ

らいって言われましたけど、多分恐らく重なっ

てるところもかなりあると思うので、それをで
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きる限り市町村のほうに、おたくのほうはこれ

ぐらいですよねってしたら、最低これぐらいの

ほうに配置できるようなことを、もっと県のほ

うが具体的に助言をしてやったほうが、ほんと

、の意味の役に立つ防災士になるといいますのは

やっぱり災害が起きて、地震なんかで中に閉じ

込められたときには、約８割から９割は自助で

助かるとか、もしくは横の人が助かるというこ

とでありますので、それを含めてしっかりとし

た形をつくっていただく。ただ単に数字だけ追

うのではなくて 本音の意味で動けるかどうかっ、

ていうのを県でもやっていただくようにお願い

したいというふうに思ってます。

まさしくおっしゃるとお○大坪危機管理局長

りでして、いざというときにきちんと活動がで

きるためには、日ごろからその地域に密着した

防災活動をやっとかないとだめだと思います。

そういった観点で、まさしく地域密着、市町村

密着型のそういう日ごろからの防災計画ですと

か防災訓練、そういうのにも防災士がリーダー

的に働いていただいて、いざというときに備え

ていきたいというふうに思います。

川内原発の覚書の関係でなん○渡辺副委員長

ですが、ちょっと不勉強で申しわけないんです

けれども。

今回は、九州電力と隣接である宮崎県ととい

う形で直接情報のやりとりができるという覚書

ができたということなわけですが、これができ

る前にも、実際は、何かあったら情報は入って

きたのかもしれないわけですけれども。

例えば、少なくとも、電力会社から国に対し

て情報は上がるシステムは今までもあったわけ

だと思うんですけれども、国から隣接県、川内

原発でいえば鹿児島県ではなくて熊本であった

り宮崎であったりという周辺県に対して、ここ

で規定するような「非常時 「異常時 「平常」、 」、

時」というそのような３つの類型の中で、国か

らその隣接県に情報がおりてくるという枠組み

であったりとか仕組みっていうのは、現実的に

はあるんでしょうか。

はっきり調べたことはな○大坪危機管理局長

いんですが、今回、九電と締結するに際して、

少なくとも、現時点で、この30キロ以遠の県と

何か発生したときに情報を伝達しなければなら

ないというのは、ないそうです。

したがいまして、少なくとも、九電からは当

県に何かあったときに伝達する義務はなかった

んです。したがいまして、今回情報伝達に関す

る覚書ということですけれども、非常に画期的

なことだろうというふうに思ってます。

ちょっと、国からどうなってたかは、調べさ

せてください。

情報が入ってくるルートが確○渡辺副委員長

実なものが１本っていうのだったら一番いいこ

とだと思うんですけど。何か発生時に、今回の

福島のことを考えても、いろいろスタートの時

点で情報の伝わり方に課題があった場合に、特

に、当該県じゃなくて隣接県だと情報が入りに

、 、くい さっきの御質問の中にありました伊方で

なかなか四国電力さんは九州の県には連絡はし

たがらないというようなことも現実的にあった

りするのであれば そういう 国が一つ柱になっ、 、

て、周辺県にも同じような情報ができるだけ瞬

時におりるというシステムがあれば、もちろん

九電さんから直接来るものは来るものとしてあ

ればいいと思うんですが、そういうところもあ

るのかなという気がしたもんですから、そうい

う確立ができれば、よりいいので何かあるかな

と思ったとこなんですが。

また、そこは、国のことかとも思うので、御
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検討をいただけないかなというふうに思ってお

ります。

ちょっと内容を勉強しま○大坪危機管理局長

して、必要な対応をとってまいりたいと考えて

おります。

よろしくお願いします。○渡辺副委員長

ほか、ありませんか。○内村委員長

これは、さっきの続きじゃないん○坂口委員

だけど、また 「説明資料」８ページの例の防災、

拠点の委員からの主な意見のところです。

例えば、ちょっとこの委員会に対して僕が余

り評価してないっていうのは、この１番の地下

駐車場は止水板を設置するようにとか、横を盛

り土をしてから高くするように、結局、水が入

らない、万が一の保全策をやれっていうことだ

けど、ここに、せんだってまでの僕らの判断で

は、ここは安全域ですよって、浸水しないとこ

ろですよってなってたのに、ひょっとしたら入

るかもしれんっていう想定を、またやってるわ

けなんです。

止水板って簡単に言うけれども、例えば、中

に人が行ってるときに、いざってバンと閉めん

とならんわけです。水はがんがん入ってきて、

その人は上がってこれない。だから、何人かは

殺すこと、封じ込めることを覚悟で、誰がその

スイッチを押すのとか、そういう重大なことを

思いつきみたいで言ってるんです。じゃ、単な

る上をあけて逃げ口を確保して、そこまでしか

閉めませんよってなったら、それを想定する水

が来たら、何の止水板なの。

だから、このいかがなる団体っていうか、グ

ループかっていうのに、ここに非常に不信感を

持ってるというのは。だから、こういったこと

は、もう、やっぱりある程度、これが来たらう

のみにするんじゃなくて、あんた方おかしいん

じゃないのって、せんだっては、ここは浸水し

ないって言ったよとか、どういう止水板を想定

してるのって、人が、これは大変だって逃げて

きたとき、そのときでも人を挟もうと、やっぱ

、 、りそれはまず閉めるのとか 誰が閉めるのとか

その判断は誰が下すの。じゃ、警報が出た、注

意報が出た、あるいは命令が出たときに、どう

いう命令のときにそのスイッチは自動的に、も

う事務的に押すことにするのとか。そういった

ことまでこの委員が考えてるかどうかです。

何か、思いついたことを、僕もそうだけど、

思いついたことをぱんぱんその場で言ってくれ

て、僕らやらそれを真に受けてから、あっちふ

、 、ら こっちふらせざるを得ないっていうことで

、 、 。何か 執行部も大変だろうし 議会も大変です

、 、 。ですから ぜひ 委員には何を頼むのかって

どういったことに対して提言させるのと。その

提言の根拠は、ほんとに、これは議会に報告す

べきか、採択すべきかという、そこの責任はま

た行政側が持って、整理していただかないと。

ほんと、何か、これは、僕はこのグループに

は不信を持ってるんです。ほんとです。止水板

を一つとっても、これは大変なことですよ。

私のほ○成合総務部次長（総務・職員担当）

うからちょっと答えさしていただきます。

坂口委員の御指摘を十分踏まえた上で、今後

、 、検討を進めていきたいと思いますが 一つだけ

まず検討委員会の位置づけは、総務部長を初め

内部委員も入っておりますけど、外部のそれぞ

れの防災とか地震とか建築とか、あるいはＮＰ

Ｏの方とか県民代表とか、いろいろさまざまな

方が入ってらっしゃるということでございまし

て、さまざまな多様な意見が、当然、坂口委員

が言われたように、今までも、いろんな、さま

ざまな、場合によっては、相反するような意見
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も出てきたということを、ちょっと御理解いた

だきたいと。

それと、もう一つ、検討委員会で出す最終的

な報告書ですけど、それを踏まえて、まず県と

しては基本方針を定めたいと思っております。

その基本方針なるものは、基本的な機能とか規

模とか整備場所、事業費の概算とか、そういっ

たアウトラインを決めるものでございまして、

その後に、当然それらを踏まえて、県議会の御

意見等も踏まえながら基本構想の着手に入って

まいりたいと思いますので。

、 、先ほど言われました御意見については 重々

踏まえてまいりたいと、検討したいと思ってお

、 。りますので 御理解をお願いしたいと思います

よろしくお願いします。

よろしいでしょうか。ありがと○内村委員長

うございます。

国もそうなんだけど、いろいろ諮○井本委員

問委員会とか何か審査会とかつくって、いかに

もそこを隠れみのにして、そしてその意見を仰

いできて、本来、何の民主的コントロールも受

けてない連中を勝手に選んで、そうしてその連

中の意見を通すっていうやり方を執行部は、行

政のほうはやりたがるんだよ。

いろんな審査会があって、確かに、我々がそ

れに対して承認を得るというとこもあるけど、

なくて、あんたたちが自分たちの意見を勝手に

つくり出して、いいとこに、そして、そこへ委

託したような形にしたようなことを言って、そ

して結局はこの意見を通すわけでしょう。

、 、 、 、 、だから 私は どうも いつも解せん 何か

我々の意見よりも向こうの意見を優先するとい

うことをやるもんだから。その辺も、やっぱ、

委員を選ぶときには議会の承認を得るとか、そ

ういうことを考えないかんじゃないのかな。私

、 、 。は 時々 そう疑問に思うことがあるんだよな

部長、どうですか。

今、井本委員の言われますこ○四本総務部長

とについては、この防災拠点庁舎については、

もともと庁内の職員だけの検討委員会みたいな

ものをつくって検討しておったんですが、さす

がに、それは、液状化の問題とか地盤の問題と

か、全く素人が集まってそれでいいのかという

御意見が実はありまして、そういうことを踏ま

えて、大学の専門家であるとか、建築のほうの

専門家であるとかっていうことを集めた委員会

をつくらせていただいたということでございま

す。

ただ、もちろん、そこで10月にも一応素案と

いうのがまとまるわけでございますが、これを

自動的に、もう何かぽんと、はい、これが県の

案でございますというつもりはもちろんござい

ませんで、それを踏まえて、我々はまた議会の

御意見も十分お聞きしながら県としての基本方

針を決めていくと。そういうことでございます

ので、御理解を賜りたいと思います。

私たち議員でいろいろ言うのは、○鳥飼委員

結局、国が言ったらからこれでいいんだとか、

こっちの専門的な人が言ったからでいいんだと

いうことでは、もういけないんですよと。それ

は、福島の事故が証明してますよということで

すから、そこらの意味は、もう十分総務部長も

おわかりだろうと思うんですけど。

そういうことで、やはり、しっかりした分析

をしながら決めていっていただきたいというこ

とでございますので、よろしくお願いいたしま

す。

よろしいでしょうか。○内村委員長

次に入らせていただきます。

次に、請願の審査に移ります。
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請願第30号及び35号については、県執行部の

所管ではありませんので、執行部からの説明は

省略いたします。

関連して、委員から質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、ないということで、最後○内村委員長

に、その他で何かありませんか。

防災という観点で、自然災害も含○十屋委員

めてちょっとお尋ねしたいんですけど、大地震

だけじゃなくて、今回の豪雨災害とかほかいろ

いろありましたけれども、いろんな建設業協会

とか、協定を締結してますよね。例えば、コン

ビニさんの大手何社かありますが、そういうと

ことは協定を結んでるんですか。

たしか、今、全部で六十○大坪危機管理局長

何カ所と協定してるはずなんですが、コンビニ

も締結してます。

要は、そういうときの、大くくり○十屋委員

でいうと、自然災害のときに、例えば、そこに

災害が発生してから、そこに行けば当然食料も

手に入るということであれば、そこに行って、

県民の方が、ただじゃないかもしれないけど、

、 、緊急時の場合に 生命を維持するということで

食べ物を無断で食べたりとかするっていうこと

もあり得ますよね。

、○大坪危機管理局長 コンビニとの協定の内容

詳細は承知してませんが、大体は、食料と飲料

水を、緊急時にも店をあける努力を最大限して

いただいて、提供していただくと。それは、通

常の値段でということになろうかと思います。

あわせまして、コンビニ等の、要するにもう

一つの機能としては、避難場所それとトイレで

す。こういったものについても、広く利用さし

ていただくということでの協定だったかという

ふうに覚えております。

いろいろ豪雨災害で、都心であっ○十屋委員

、 、たときに やっぱり歩いて帰るとかしたときの

先ほど言われた食べ物にしろトイレにしろ、そ

ういうところで、気軽に県民の皆さんが入れる

ような状況をつくっとくと、県民の皆さん全員

が知ってるかどうかわからないんですけど。お

金も持ってない状況も発生すると思うので、そ

ういうときはどうするのかなと、ふと思いまし

て、ちょっと、お話を聞かしてもらいました。

また、後ゆっくり、詳しい内容については聞

かしてもらいます。

防災関係で、特別警報が８月30日○丸山委員

からなって、今回18号で初めて出されたんです

が、よかった点、悪かった点でいろいろ検証し

たときに、京都等出てるんですが、宮崎県とし

て、今回の特別警報が出たことを受けて、何ら

かの、宮崎にもひょっとしたら特別警報レベル

のそういう豪雨があったりとかすることもあり

ますので、今回の経験を機に、体験をしたこと

によって、何らかの、もう一回、市町村との話

とか会議とか、そういうのは、気象庁を含めて

ですけれども、やられることはあるんでしょう

か。

特別警報だけを設定した○大坪危機管理局長

わけじゃないんですが、全体の市町村とのいろ

んな協議の中で、特別警報の扱いについても話

題にはいたしました。

この法律上、県には市町村に伝達する義務が

発生してますし、市町村は住民に伝達する義務

がありますので、そこをいかにしっかり徹底し

ていくかという観点で議論をした経験がござい

ます。

県からいいますと、気象庁のほうから専用回

、 、線でその情報が入ってまいりますので それを

即座、市町村のほうにも伝達をするという方法
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を現在構築済みでございます。

あわせまして、県のほうでは防災メールの制

度を持ってますので、特別警報が発せられた場

合には、例えば大雨とか暴風に関しましては、

当面は手動で県のほうからその旨を配信をする

ということで設定をしてるとこでございます。

これ、自動でしますと、システムを改正しなく

ちゃならんものですから、所要のお金が要りま

すんで、もうちょっと時間がかかりますけど、

当座は、手動で大雨とか暴風の場合はやりたい

というふうに思ってます。

だから、私が聞きたいのは、やっ○丸山委員

ぱり、京都とかちょっとふぐあいがあったとい

うのが実際あるもんですから、それを、しっか

。 、 、り教訓を生かしてほしいと それを 宮崎県も

やっぱりそういう気持ちで、もう一回改めて気

象庁なり市町村と、何らかのことを、もう一回

これ生かさないといけないのかなという思いが

ありますので、ぜひ検討をしていただくとあり

がたいのかなと思っております。

今回の特別警報は、未明○大坪危機管理局長

に発せられたということで、随分戸惑った市町

村が多かったやに聞いております。ですから、

そういう通常じゃないときに発せられる警報で

すから、それをどう扱うのかということに関し

て、市町村とも十分協議をしつつ、さらには気

象台等とも話をしていきたいと思います。

よろしいでしょうか。○内村委員長

それでは、以上をもって総務部を終了いたし

ます。

執行部の皆様、長時間になりましたけれども

お疲れさまでした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時40分休憩

午前11時49分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、24日行

いたいと思います。

、 、開会時刻は 午後１時30分としたいのですが

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○内村委員長

します。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○内村委員長

委員会を終了いたしたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○内村委員長

日の委員会を終わります。お疲れさまでした。

午前11時50分散会
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午後１時28分再開

出席委員（８人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 坂 口 博 美

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 十 屋 幸 平

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 藤 村 正

議事課主任主事 野 中 啓 史

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

まず、議案等の採決を行います。

議案等につきましては、議案等ごとがよろし

いでしょうか。それとも一括がよろしいでしょ

うか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括で採決いたしま○内村委員長

す。

議案第１号及び議案第５号について、原案の

とおり可決することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。よって、○内村委員長

議案第１号及び第５号については、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第30号「個人保証の原則廃止を求

める意見書を政府等に提出することを求める請

願」の取り扱いはいかがいたしましょうか。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

継続という意見が出ております○内村委員長

けれども、よろしいでしょうか。

それでは、お諮りいたします。請願第30号を

。継続審査することに賛成の方の挙手を求めます

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第30号○内村委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、請願第35号「新聞への消費税軽減税率

適用を求める意見書の提出についての請願」の

取り扱いはいかがいたしましょうか。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第35号について○内村委員長

は、採決との意見がございますので、お諮りい

たします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第35号の賛否を○内村委員長

お諮りいたします。

請願第35号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、請願第35号○内村委員長

は採択とすることに決定いたしました。

ただいま、請願第35号が全会一致で採択とな

りましたが、請願第35号は意見書の提出を求め

る請願であります。

お手元に配付の「新聞への消費税軽減税率適

用を求める意見書（案 」について、何か御意見）

はありませんか。

平成25年９月24日(火)
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暫時休憩いたします。

午後１時33分休憩

午後１時34分再開

委員会を再開いたします。○内村委員長

お諮りいたします。

意見書案の内容につきましては、意見書案の

とおり当委員会発議とすることに御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、その○内村委員長

ように決定いたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として、特に御要望ありま

せんか。

暫時休憩いたします。

午後１時34分休憩

午後１時45分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

委員長報告につきましては、ただいまいただ

きました御意見を入れながら、正副委員長に一

任いただくということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○内村委員長

ただきます。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「総合政策及び行財政対策に関する調査」に

ついては、継続審査としたいと思いますが、御

異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○内村委員長

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時46分休憩

午後１時49分再開

それでは、委員会を再開いたし○内村委員長

ます。

10月31日の閉会中の委員会につきましては、

ただいま皆さんと協議いただいた内容でよろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのように委員会を開催○内村委員長

することにさせていただきます。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○内村委員長

委員会を終了いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時50分閉会
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